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（ 別 紙 ） 

ご意見の要旨と本市の考え方 

■基本方針に関するご意見等

ご意見の要旨 本市の考え方 

区政編全般 

・「ニア・イズ・ベター（P１）」「マルチパ
ートナーシップ（P２）」「ＰＤＣＡ（P14）」
「 Code for OSAKA（ P19）」「 CivicTech
（P19）」「ＣＳＲ、ＣＳＶ（P28）」「ＣＢ
／ＳＢ（P34）」「ベストプラクティス
（P43）」「インターフェイス（P44）」など、
全体として、横文字が多すぎる。広く周
知するにはハードルが高い横文字は極力
減らすべき。 

・横文字が多く、その説明の中にも横文字
が多い。理解しにくいので、日本語に置
き換えられるものについては置き換えて
ほしい。 

・全体として、横文字が多く、上から目線
の記載が各所に見られる。 

 ご意見を踏まえ、プランを読まれる方によりご理解
いただけるよう、分かりにくいと思われる用語につき
ましては、解説内容の見直しや新たに追記をさせてい
ただきます。 

・当プランの本意を末端の区役所の担当者
にまで届け、また、住民窓口となる職員
が住民から反発を受けないようにするた
めのマニュアルなども必要ではないか。 

 当プランの趣旨・目的について、各区役所において、
区役所の担当者に周知徹底を図ってまいります。 
 また、「住民窓口となる職員が住民から反発を受け
ないようにするためのマニュアル」については、区役
所職員が区民から説明を求められた際に、区民に対し
てわかりやすくご説明するために参照できるような
資料と理解しましたが、そうした資料について、別途
作成し、区役所において共有を図ってまいります。 

はじめに 

・P１に「ニア・イズ・ベターの考え方」と
あるが、区の統合が行われると「ファ・
イズ・ベター」になるだろう。 

 「市政改革プラン 2.0（区政編）」は、現行の 24 区
体制で推進していくもので、新たな大都市制度に向け
た仕組み作りとは別に策定するものです。区政運営に
ついて、現行体制で今やるべき改善・改革をしっかり
と進めていく必要があるため、「区政編」を策定し、
取り組んでいくこととしております。 

第 1章 基本方針 

・P５に「中間支援組織と連携し」とあるが、
出来レースのような採用で始まり、いず
れ無くなるとされていた中間支援組織が
いつまでもあるため、「大きな公共を担う
活力ある地域社会づくり」という取組自
体の軌道修正が必要なのではないか。 

人口減少や少子高齢化のさらなる進行など、現在の
社会環境にかんがみれば、社会全体で対応すべき「公
共」の分野がますます大きく広がってきています。 
そのため、地域の課題や資源など地域の実情を最も

よく知っている住民等が中心となり、行政は住民等と
協働し、また住民等の活動を支援するといった「大き
な公共を担う活力ある地域社会づくり」を行っていく
という理念は引き続き維持し、これに基づく取組を進
めていく必要があると考えています。 
中間支援組織については、P32 の｢現状と課題｣に記

載しているように地域活動協議会の「事務運営スキル
の向上に注力しすぎている傾向にある」という認識の
もと、「戦略･取組の方向性」に記載しているように｢自
立運営に向けた支援へと転換していくため、支援内容
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の見直し｣を行い、各区長のマネジメントの下で、中
間支援組織を活用した地域の実情に応じた有効な支
援を行っていくこととしています。 

・P５に「自律的な地域運営の実現に向けた
基盤づくりが進みました。」とあるが、地
域活動協議会ができる前と後で何も変わ
らない現状の中で頑張っている地域も、
進んだ基盤の一つに数えているのなら、
少し違うのではないか。 

地域活動協議会については、市内のほぼ全域の 325
地域で形成され一定の基盤づくりはできたと考えて
いますが、ご意見のとおり、地域活動協議会によって
は、自立して活動を活発に進めている地域もあれば、
運営面で課題を抱えている地域もあるなど、活動状況
も様々であると認識しております。 
そこで、P24の「戦略･取組の方向性」の「①地域実

情に応じたきめ細かな支援」に記載のとおり、その自
立と活動の活性化に向け、各地域活動協議会の実情に
応じたきめ細やかな支援を進めてまいります。 

・P６に「区民サービスの向上と効率的な業
務運営」とあるが、住民情報の窓口業務
の民間委託業務を区役所に移管したこと
が「区民サービスの向上」とは思えない。
行政に関する知識豊富な職員が必要であ
り、「効率的な業務運営」というが、人件
費削減というしかない。 

 大阪市では、区民サービスの向上と効率的な業務運
営に向けて、平成 24 年度から区役所住民情報業務の
民間委託の導入を開始し、同 26 年度をもって、全区
役所で民間委託の導入を完了しました。 
 民間委託の導入による区民サービスの向上の全体
的な状況については、住民情報窓口へ来られた方への
アンケートにより窓口の接遇・印象をはじめとした
「市民満足度」の調査を行っていますが、いずれの区
役所においても、「良い」という回答と「どちらかと
言えば良い」という回答の合計が平均で 90％を超える
結果となっており（平成 28年度実績）、民間事業者の
ノウハウの活用により区民サービスの向上が着実に
図られているものと考えています。 
ご指摘の「区役所への移管」については、住民情報

窓口業務に係る予算を市民局から区役所へ移管した
ことを指していると考えますが、各区の特性・実情に
応じた柔軟な事業展開を進めることが、区民サービス
のさらなる向上につながるとの認識のもと、区長会議
（安全・環境・防災部会）の決議に基づき、区役所へ
予算移管を行ったものであり、一層の区民サービスの
向上と効率的な業務運営の推進が図られるものと考
えています。 

・P６に「自律した自治体型の区政運営」と
あるが、大阪都構想を掲げて大阪市を廃
止すれば、大阪市の自治そのものが無く
なり、「自律した自治体型の区政運営」も
無くなるだろう。 

「市政改革プラン 2.0（区政編）」は、現行の 24 区
体制で推進していくもので、新たな大都市制度に向け
た仕組み作りとは別に策定するものです。区政運営に
ついて、現行体制で今やるべき改善・改革をしっかり
と進めていく必要があるため、「区政編」を策定し、
取り組んでいくこととしております。 

・P７の「自治会・町内会単位の活動の支援」
について、広報紙の全戸配布業務を地域
活動協議会に委託し、自治会や町内会が
実務に動けば良いのではないか。町会の
方々が配布することで「地域活動協議会
は町会に入っていない住民も対象であ
る」ということがわかりやすくなるので
はないか。 

地域活動協議会については、今後拡大が予想される
「公共」の担い手として、さまざまな活動主体が地域
における課題を共有し、それぞれの活動主体が協働し
ながらその解決に向けた取組を進めるために形成さ
れており、その活動は、町内会・自治会の加入の有無
に関わらず、広くその地域に住む住民を対象に行われ
ています。 
ご意見にある広報紙の配布については、既に複数の

区でコミュニティ・ビジネス化（本市事務事業の社会
的ビジネス化（P34参照））し、地域活動協議会などに
委託する取組を進めていることから、そういった取組
を全区で情報共有し、地域実情も踏まえたうえで、他
の地域にも広がるよう、取り組んでまいります。 
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・P７「これまで、地域への支援については、
地域活動協議会の活動に重点を置いてき
たため、それより身近な単位である自治
会・町内会単位の活動の支援に意識が向
いていなかった状況があります。」とあ
る。これは、一部の役員が権力を振るう
自治会・町内会の腐敗した活動実態にメ
スを入れ、地域活動協議会を作り公金の
流れの見える化を図るためであったが、
それを反故にしてしまうのか。 

ここでいう「自治会・町内会単位の活動の支援」と
は、特定の地域団体を指すものではなく、住民により
身近な範囲で実施されている活動を対象にして、地域
コミュニティの活性化に向けた支援を行っていくと
いう考えです。 
今後も、地域活動協議会においては、公金の使途も

含め、民主的かつ透明性を確保しながら、地域の実情
に応じた様々な活動を行うといった自律した地域経
営を進めてもらいたいと考えており、行政としては、
地域活動協議会における住民自治組織としての機能
強化に向けた支援を行うとともに、活動の活性化に向
け、地域活動協議会の構成団体をはじめとした様々な
活動主体に対し、地域の実情に応じたよりきめ細やか
な支援を行ってまいりたいと考えておりますが、地域
活動協議会の活動を活性化させるためにも、その基盤
となるより身近な単位でのつながりづくりにも意識
を向け取り組んでまいりたいと考えております。 

・P７に窓口サービスの格付け結果がある
が、窓口サービスの格付け調査に意味は
無い。一般人の窓口サービスのイメージ
は住民票の発行などに関わるもので、職
員の努力で変えられるものではなく、人
材派遣会社の質によるものだからであ
る。窓口業務を請け負う業者の査定には
調査の価値があるが、区のサービスの格
付けとして発表するのは良くない。調査
をするなら、業者の窓口サービスとその
他の窓口サービスを明確に分けるべき
だ。 

 「区民に身近な総合行政の窓口」をめざす区役所は、
証明書の発行等を担当する住民情報窓口に限らず、あ
らゆる部署が区民にサービスを提供する窓口として
の意識を持ち、業務を遂行しています。 
 このような認識に基づき、各区役所に対する窓口サ
ービス格付けの調査にあたっては、窓口サービス業務
担当課はもちろんのこと、基本的にバックヤード業務
を担う総務担当課も含めた全課を調査対象としてい
ます。 
また、各区役所の住民情報業務を請け負う民間事業

者にあっては、受注者として、発注者たる区役所のめ
ざす窓口サービスのイメージを理解・共有したうえ
で、当該イメージの実現に向けて当該事業者の有する
顧客対応スキル等窓口サービスの向上に資する民間
ノウハウを活用しており、利用される市民から一体の
ものとして認識されていると考えられることから、民
間委託化した窓口とそれ以外の窓口との間で、窓口サ
ービス格付け調査の対象とするかどうかに差を設け
る理由はないものと考えています。 

・P８の「担い手の確保」について、地域活
動協議会が軌道に乗っていない現状で
は、まだ早い希望だと思う。地域活動協
議会の認知度及び具体的にどんな活動を
しているかの周知が徹底できて、活動の
様子を見る機会があってやっと「やって
もいいかな」との動機が芽生えると思う。
「情報入手→何度か参加して楽しかった
→手伝ってもいいかな→このくらいなら
続けてできそうだ」ではないと、「やらさ
れている」になってしまうと思う。 

ご意見のとおり、地域活動の担い手不足の解消に向
け、まずは地域でどういった活動が行われているか
を、地域住民の皆様に知っていただき、そのうえで、
無理なくご参加いただけるよう、様々な工夫を凝らす
必要があると考えております。 
そこで、P19の「戦略･取組の方向性」の「③気軽に

活動に参加できる機会の提供」に記載のとおり、地域
活動に誰もが気軽に参加できる場の情報など、活動の
きっかけとなる情報の収集・発信を行ってまいりま
す。 
また、P20の「戦略･取組の方向性」の「⑨活動への

参加促進」に記載のとおり、活動への参加促進に向け、
活動主体に対し、例えば、短時間や短期間だけでも活
動に参加できるための仕組みや工夫に関する働きか
け等を進めてまいります。 
地域経営の核である地域活動協議会においては、活

動個々の目的や考え方について、地域活動協議会自身
が積極的に発信し、民主的で開かれた組織運営を行う
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ことで理解が広まっていくと考えており、そうした地
域活動協議会の取組をそれぞれの地域実情を踏まえ、
効果的に支援してまいります。 

・P８に「ＩＣＴ世代をターゲットとした取
組」とあるが、ＰＤＦのリーダーを Adobe
の最新のものをインストールしないと文
字が欠落して読めないし、コピー＆ペー
スト時に 1 文字ごとに改行が入る。誰で
もアプリをインストールせずに読めるＨ
ＴＭＬ等で提供して欲しい。これではＩ
ＣＴ世代をターゲットとした取組が進ん
でいるとは言えない。 

本市ウェブサイトにおける市政改革に関する情報
発信については、ＨＴＭＬによる概要の記述とあわせ
てＰＤＦファイル等を掲載しておりますが、ＨＴＭＬ
による情報を増やすなど、今後とも市民の皆様がより
利用しやすいウェブサイトの作成に努めてまいりま
す。 

・P８「市民活動総合ポータルサイト」の意
味が分かりにくいため、下記の注釈を付
けることを提案する。 
「ポータルサイトとは、Web上の様々なサ
ービス情報を集約して簡単にアクセスで
きるようにまとめた、Web利用の起点とな
る Webサイトのこと。」 

P８の注釈は、「市民活動総合ポータルサイト」が
どういったものかをご理解いただくためのものです。 
ご意見を踏まえ、ネット上の用語である「ポータル

サイト」の説明も加えるよう検討してみましたが、
「Web」などの用語に慣れ親しまない方もおられ、か
えって複雑な説明となると考えられることから、個々
の用語の説明よりも「市民活動総合ポータルサイト」
が持つ機能についての説明をさせていただくことと
しているところです。ご理解のほどお願いします。  

・P９の「自立して活動を活発に進めている
地域もあれば」とあるが、「各区の活動地
域の数」「その中で自立して活動を進めて
いる地域の数」「自立できていない地域の
数」を一覧にすれば、地域のカラーにあ
った支援のあり方も見えてくるのではな
いか。 

ご意見のとおり、各地域活動協議会に対するきめ細
やかな支援に向けては、地域の現状や特性を「見える
化」することが重要だと考えています。 
そこで、P24の「戦略･取組の方向性」の「①地域実

情に応じたきめ細かな支援」に記載のとおり、地域ご
とに、人口動態などの地域特性や地域課題、地域活動
協議会の活動状況や運営上の課題などを客観化・明確
化するための「地域カルテ」を作成し、各地域活動協
議会との間で認識共有することで、地域の実情に応じ
た支援を進めてまいります。 

・P９「地域活動協議会」について、平成 26
年度に市の方針で誕生したが、必ずしも
市民に設立趣旨が理解されておらず、平
成 26年度以前から存在する地域の社会福
祉協議会と並列的に理解されている。 
下記の提案をする。 
「各区の各地域活動協議会を上部組織と
して、地域の社会福祉協議会を下部組織
とする。区政会議には地域活動協議会を
代表して委員１名を派遣する。そうする
ことにより、区政会議を通して両組織の
情報の理解と相互理解が進むことが期待
できる。」 

地域活動協議会は、校区等地域を単位として、地域
住民の組織をはじめ、ボランティア団体、ＮＰＯ、企
業など地域のまちづくりに関する様々な市民活動団
体が幅広く参画し、民主的で開かれた組織運営と会計
の透明性を確保しながら、防犯･防災、子ども･青少年、
福祉、健康、環境、文化･スポーツなど様々な分野に
おいて、地域課題に対応するとともに地域のまちづく
りを推進することを目的とする連合組織であり、地域
の社会福祉協議会におきましても地域活動協議会を
組織する構成団体の一員となる場合もあれば、地域社
会福祉協議会自体が地域活動協議会としての実態を
備えている場合には、地域社会福祉協議会自体が地域
活動協議会となることも考えられます。 
なお、地域活動協議会とその構成団体との間には、

上下関係は存在しないと考えております。 
今後、P24の「戦略･取組の方向性」の「②地域活動

協議会の認知度向上に向けた支援」に記載のとおり、
学校との連携やＩＣＴなども活用しつつ、あらゆる機
会をとらえて発信し、地域の方々と意見交換などを行
っていくことで、地域活動協議会に対する理解度や認
知度向上に取り組んでまいります。 
なお、区政会議と地域活動協議会との関係について

は P41 の「戦略･取組の方向性」の「②区政会議と地
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域活動協議会との連携」に記載のとおり、各区の地域
の実情や特性に応じ、地域活動協議会からの委員選定
に向けて取り組むこととしております。 

・P10の「区政会議の機能強化」とあるが、
日々の仕事や家事等の合間に住民自治に
関わる住民には時間に限界があり、住民
自治が住民の生業にはなり難いことを理
解するべき。住民のための区政会議が条
例のための区政会議にならないようにし
てほしい。仕事でもないのに「晩御飯の
時間に参加することが条件の会議」など
が女性が参加し難い原因の一つであるこ
とも、クリアしてほしい。 

 区政会議は、区民等の多様なご意見を的確に把握す
るために開催する会議であり、開催時間等の会議運営
についても、様々な区民の方々にご参加いただきやす
いよう工夫することが重要であると考えております。 
各区においては、極力委員の皆様が出席しやすい曜

日や時間に配慮しながら設定しているところですが、
ご意見を踏まえ、P41の「戦略･取組の方向性」の「①
区政会議の運営についての効果的なＰＤＣＡの実施」
の取組の中で、各区長の責任のもとで、各区の実情に
応じ、引き続き区政会議の運営の工夫を凝らすととも
に、会議運営についての説明責任を果たしてまいりま
す。 

・P10で地域活動協議会と区政会議との連携
が十分できていない課題を指摘している
が、城東区では、地域活動協議会の多く
の委員からの意見が区政運営に反映され
ている。区政会議委員の定数や公募委員
の募集人員を削減することなく、広く区
民の意見を聞くことが住民自治に役立つ
のではないか。 

 区政会議の委員については、あまりに少ない委員数
では、多様さを確保できない可能性もある一方で、委
員の数があまりに多すぎると、限られた会議の時間の
中では、委員による意見の表明・交換について不十分
なものとなることも危惧されます。 
 そのようなことから、委員定数については、市規則
で上限・下限を設定して、区の実情を踏まえ、柔軟に
委員の定数を定めているところです。 
 また、これまで熱心に地域活動を行いながら地域を
支えておられる区民の方々の意見も重要ですし、一方
で、これまで区政運営への関与が薄かった区民の方々
の意見も必要であることから、公募委員の割合につい
ては、市規則で、委員の定数の 1割以上と規定してい
るところです。 
 各区においては、こうした考え方に基づき、引き続
き、住民自治の拡充の観点から、ご指摘のとおり、各
区長の責任のもとで、区民等の多様な意見が適切に反
映されるよう、各区において区政会議における委員定
数の設定や委員の選定を行うとともに、委員構成につ
いての説明責任を果たしてまいります。 

・P10「区政会議の機能強化」とあるが、公
募委員の割合を１割から３割にしてはど
うか。 

 区政会議においては、これまで熱心に地域活動を行
いながら地域を支えておられる区民の方々の意見も
重要ですし、一方で、これまで区政運営への関与が薄
かった区民の方々の意見も必要であることから、公募
委員の割合については、市規則で、委員の定数の 1割
以上と規定しているところです。 
 市規則は、下限を設定したものであるため、市規則
を踏まえ、区の実情に応じて、公募委員の割合を例え
ば 3割にするなど柔軟に設定することが可能です。 
 各区においては、こうした考え方に基づき、各区長
の責任のもとで、区民等の多様な意見が適切に反映さ
れるよう、各区において区政会議における委員定数の
設定や委員の選定を行うとともに、委員構成について
の説明責任を果たしてまいります。 

・P10「区政会議の機能強化」とあるが、住
民参加の幅を広げるため、委員の公募は
３割以上とすべき。また、区政会議での
決議が出席者の三分の二ではなく、定数
の三分の二としている条項は、決議をさ

「委員の公募は３割以上とすべき」とのご意見につい
て： 
 区政会議においては、これまで熱心に地域活動を行
いながら地域を支えておられる区民の方々の意見も
重要ですし、一方で、これまで区政運営への関与が薄
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せなくしており、出席者数を母数にすべ
き。 

かった区民の方々の意見も必要であることから、公募
委員の割合については、市規則で、委員の定数の 1割
以上と規定しているところです。 
 市規則は、下限を設定したものであるため、市規則
を踏まえ、区の実情に応じて、公募委員の割合を例え
ば 3割にするなど柔軟に設定することが可能です。 
各区においては、こうした考え方に基づき、各区長

の責任のもと、区民等の多様な意見が適切に反映され
るよう、各区において区政会議における委員定数の設
定や委員の選定を行うとともに、委員構成についての
説明責任を果たしてまいります。 
 
「区政会議での決議が出席者の三分の二ではなく、定
数の三分の二としている条項は、決議をさせなくして
おり、出席者数を母数にすべき」とのご意見について： 
 区政会議は、審議会等のように行政からの諮問に対
し機関としての答申を行うことを想定したものでは
なく、いわゆる行政運営上の会合として、区民等から
の多様な意見を聴取するため、個々の委員からご意見
をいただくことを目的とした会議です。 
 そうした前提のもとで、「区政会議の運営の基本と
なる事項に関する条例」第 10 条では、委員間の自発
的な議論によって、定数の 3分の 2以上の委員の意思
として決議が行われた場合には、それが特別多数によ
るものであることを考慮して、委員の個別の意見とは
区別し、区政会議のまとまった意見として、それに対
する区長等の対応を規定したものです。 

仮に、出席者を母数とした場合は、例えば、会議が
成立する最低人数の 2分の 1の出席により会議を開催
した場合、その 3分の 2の意思により決議が行われた
としても、区政会議の全委員の約 3分の 1の意思が示
されたにとどまり、区政会議としてのまとまった意見
とは言い難いことから、定数を母数としております。 

・P10「区政会議の機能強化」について、区
政会議は年４回程度開催されているが、
区の年間実施計画の Plan,Do,See のサイ
クルを考慮して、会議回数を２回程度増
やすことを提案する。 

 区政会議は、区の施策の実施にあたり、立案段階か
ら意見を把握し適宜反映するとともに、その実績や成
果の評価について意見を聴くための会議であるため、
ＰＤＣＡサイクルを踏まえた開催を行うことが必要
と考えております。 
 こうしたことから、条例上、お住まいの区が取り組
んでいく事業やその予算（区の運営方針）の策定や、
区政運営の総合的な評価、つまり、Planと Checkの最
低 2回は区政会議の委員の皆さんから意見を伺うこと
としております。上記の状況を踏まえ、区政会議の委
員の皆様には、お忙しい日々の仕事や家事等の合間を
縫って参画していただいていることから、各区におい
ては、開催回数や時間等に工夫を凝らしながら、区政
会議の運営に努めているところです。 
ご意見を踏まえ、P41の「戦略･取組の方向性」の「①

区政会議の運営についての効果的なＰＤＣＡの実施」
の取組の中で、各区長の責任のもとで、各区の実情に
応じ、引き続き区政会議の運営の工夫を凝らすととも
に、会議運営についての説明責任を果たしてまいりま
す。 
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・P10「区政会議の機能強化」について、区
政会議の開催日、会議内容の報告、課題
などについて、区広報紙、ポスター掲示
等を通して区民に広く知らせ、関心と意
欲を高めてはどうか。 

 区政会議は、区民等の多様な意見を的確に把握し、
区政に反映するための重要な手法の一つです。ご意見
をいただいたとおり、区民等の方々に区政への関心や
参画への意欲を高めていただくため、会議内容等につ
いて、広く区民等に明らかにすることは重要であると
考えております。 
 これまでも、区政会議に関する情報の区広報紙への
掲載や、インターネットによる会議の様子の動画配
信、区内広報板での情報発信などに取り組んできてお
ります。 
 P45 の「戦略・取組の方向性」の「③区政情報の発
信」において、区政に関する情報が区民全体に届けら
れるようきめ細やかな情報発信を行うこととしてお
り、引き続き、区民の皆様に区政への関心や区政運営
への参加・参画の意欲を持っていただけるような情報
発信に取り組んで参ります。 

・P10「区ＣＭ制度の運用の徹底や職員の意
識啓発にさらに取り組む必要がある」と
しているが、区ＣＭ制度が機能していな
いのは、局を区長の指揮下に置くとした
制度自体に意思決定や業務が複雑化する
などの問題があるのではないか。形式的
に区長権限が大きくなっても、区役所に
それに見合った企画・調整の体制、局と
の連携体制がなければ権限を活用でき
ず、それに見合った人材と人員の確保も
必要ではないか。 

 住民に身近なところで地域の実情に即して決定す
る観点からは、基礎自治に関する施策や事業について
は、住民に身近な区長が決定・展開できるよう、権限
や予算をできる限り区長に移譲していくことが重要
であると考えております。 
 一方で、単に、局から区役所の長である区長に権限
や予算を移譲した場合、ご指摘のとおり各区役所にそ
の予算を執行する体制も整えていく（職員の増員）必
要がありますが、職員の大幅な増員は本市の厳しい財
政状況から見て極めて困難です。 
 このため、予算や体制を区に移管することなく、局
に置いたままで各区長が決定権を持つという仕組み
を構築し、運営しているところです。 
 なお、区長への決定権の移譲にあわせ、副区長専任
化、企画調整担当課長等の配置を行い、区役所の企画
機能・総合調整機能に関する事務執行体制の強化を図
っております。 
そうした仕組みについての理解促進を図るため、

P35 で掲げているように、区ＣＭ制度の趣旨に即した
運用の徹底に向けた職員の意識啓発に取り組んでま
いります。 

・P10「区政会議の機能強化」について、会
議の運営を民主的に行うようにすべき
だ。 

 「会議の運営を民主的に行うようにすべきだ」との
ご意見については、「区政会議の運営方法について区
政会議の委員の意見もききながら、区政会議を運営す
べきである」という趣旨と理解しております。 
ご意見を踏まえ、P41の「戦略･取組の方向性」の「①

区政会議の運営についての効果的なＰＤＣＡの実施」
の取組の中で、各区長の責任のもとで、各区の実情に
応じ、区政会議の委員の皆様から運営についての具体
的なご意見もいただきながら、引き続き区政会議の運
営の工夫を凝らすとともに、会議運営についての説明
責任を果たしてまいります。 

・P11の「地域課題解決に向けた活動の活性
化」について、「身近な地域課題」とある
が、具体例をあげると分かりやすい。ど
のようなことを地域課題として扱うか、
基準があるといいのではないか。 

「身近な地域課題」については、例えば、P16 に記
載のとおり、福祉や防災といったテーマが挙げられま
すが、地域課題は地域ごとに異なるものでありますこ
とから、まずは、住民の皆様がそれぞれの地域におけ
る課題は何かについて話し合い、活動の目的を確認し
あって取り組んでいただくことが重要だと考えてい



8 

 

ご意見の要旨 本市の考え方 

ます。 
そのうえで、P24の「戦略･取組の方向性」の「①地

域実情に応じたきめ細かな支援」に記載のとおり、「地
域カルテ」の作成を通じ、住民の皆様自身による地域
課題やニーズの把握、課題の解消に向けた取組の実施
について、積極的に支援してまいります。 

・P12の「改革の柱 2 区長の権限・責任の
拡充と区民参画のさらなる推進」につい
て、 区政会議の委員の意見や、地域で声
の大きな人の意見をもって「区民の声」
とされるのではないかという懸念が残
る。意見を言わない区民が置き去りにな
らないようにしてほしい。 

 区政会議は、区民等の多様な意見を的確に把握し、
区政に反映するための重要な手法の一つです。 
 特定の区民だけではなく、より幅広い区民の意見や
ニーズを把握するため、区長と地域住民との懇談、ア
ンケート調査、区役所への意見箱の設置など様々な取
組も進めているところです。 
 P43 の「多様な区民の意見やニーズの的確な把握」
では、意見やニーズの把握手法の多角化に取り組むこ
ととしています。引き続き、区政会議を含め、各区役
所が工夫を凝らした様々な手法により、より多くの区
民からの意見やニーズをいただき、区政運営への反映
に努めてまいります。 

・P12にある区政会議について、会議の開催
日を１か月前までに知らせ、十分に論議
できるように専門部会を設置するなど工
夫してはどうか。 

 「会議の開催日を 1か月前までに知らせ」とのご意
見については、開催日の通知から開催日までに十分な
期間を確保することにより、委員が出席しやすいよう
にするという趣旨と理解しております。 
 区政会議において区民等の多様な意見を聴くとい
う観点からは、区政会議において委員の方々が全員ご
出席いただくことが基本と考えております。 
 また、「十分に論議できるように専門部会を設置す
るなど工夫してはどうか」とのご意見については、よ
り専門的な内容について活発に議論をおこなうため、
部会を設置している区もあり、活発な意見交換が行わ
れる工夫を凝らすことが必要と考えております。 
ご意見を踏まえ、P41の「戦略･取組の方向性」の「①

区政会議の運営についての効果的なＰＤＣＡの実施」
の取組の中で、各区長の責任のもとで、各区の実情に
応じ、引き続き区政会議の運営の工夫を凝らすととも
に、会議運営についての説明責任を果たしてまいりま
す。 

・P12「区民が区政運営に参加・参画する仕
組みのさらなる充実」について、区長会
議の内容が報告されていないので、意見
の反映状況を明らかにし、意見を具体化
していくような会議の運営をすべきだ。 

 ご意見の趣旨は、区民が区政運営に参加・参画する
仕組みである区政会議等で把握した区民のご意見等
について、区長会議においてどのような議論が行われ
ているのかが明らかになっていないため、それを明ら
かにし、意見の具体化に資するようにすべき、という
ご意見であると理解しております。 
 区長会議については、区長会議やその部会において
「決定に基づき実施した内容について対外的な情報
発信があまりできていない」といった課題認識もあり
ます。 
 Ｐ40では、区長会議での決定事項の進捗管理や情報
発信の強化に取り組むこととしており、いただいたご
意見を踏まえ、市民の皆様に対し、わかりやすい情報
発信ができるよう、工夫してまいります。 

・P14の「区長会議」について、区長会議は
単に連絡会のようで、意見が言える雰囲
気ではないとのことなので解決してほし
い。ある区では、区長自ら区内各校の学

 区長会議では、より議論を深め意思決定を迅速化す
るため、24人の区長が参加する全体会のもとに、施策
分野ごとに 5～７人の区長が参加する部会を設置し、
部会の決定を全体会で共有しております。そうしたこ
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校協議会へ出席したという話を聞いたこ
とがあり、うらやましい。学校活性化条
例同様、名ばかりの政策にならないとい
いと思う。 

とから、区長会議の全体会においては、部会決定内容
の報告が中心となっておりますが、課題によって、全
体会においても議論を行っています。 
 区長会議の会長を中心に、各区長が発言しやすい議
事運営に努めておりますが、ご意見を踏まえ、P40 の
「区長会議の運営についてのさらなる改善」の取組の
中で引き続き、そうした議事運営に取り組んでまいり
ます。 
 学校活性化条例につきましては、本市では、学校の
活性化や学校教育の振興に資するため、学校の運営と
そのために必要な支援について定めた大阪市立学校
活性化条例に基づき、すべての学校に学校協議会を設
置し、開かれた学校運営に努めています。区長には学
校協議会が適正に運営されるよう補佐する役割があ
りますが、ご意見をいただいたとおり、各区において
は区長自らが学校協議会へ出席するなどの工夫をし
ています。 
 P39において、「共通して取り組むことでより効果の
上がる取組の全市展開」に取り組むこととしていま
す。このような各区の好事例については、区長会議に
おいて共有化することで、各区の取組を促進し、市民
サービスの向上を図ってまいります。 
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■具体的な取組項目に関するご意見等 
 

ご意見の要旨 本市の考え方 

１ 改革の柱１ 全般 

・人と人との繋がりは情報の共有がその根源
にある。それはＳＮＳやＩＣＴではなく生
の声が共有されてコミュニティが構築さ
れると考える。 

ご意見のとおり、人と人とのつながりは、近所に住
む方同士が、日常生活の中で、世代を超えて顔見知り
になっていくことが重要であると考えています。 

一方で、P18に記載のとおり、昨年度実施した市政
モニターアンケートによると、20代以下では、全体の
8割が「ＩＣＴツールの活用」により市政情報を得て
いることがわかりました。 
今後、人と人とのつながりづくりを促進していくた

めには、とりわけ若い世代などこれまで地域活動に関
わりの薄かった方々に対し、市民活動についてご理解
いただくことが必要なことから、ご提案にある「生の
声」での情報の共有はもちろんのこと、P19の「戦略･
取組の方向性」の「④ＩＣＴを活用したきっかけづく
り」に記載のとおり、ＳＮＳやＩＣＴも活用し工夫を
凝らした情報発信についても進めてまいります。 

・地域活動には多くの時間が必要であり、現
役世代には政府の肝いりで導入されたプ
レミアムフライデーのような働き方改革
が必要である。 

地域活動に多くの時間が必要であり、現役世代の活
動参加が重要となっている中、ご意見にもあるよう
に、地域活動に参加しやすい環境を整えることが必要
と考えています。 
そこで、今後は、P19～20の「戦略･取組の方向性」

の取組の中で、「活動に気軽に参加できる場の情報の
収集・発信の提供」や「ＩＣＴを活用した情報発信の
工夫」、「誰もが気軽に参加（短時間や短期間だけ活動
に参加）できるための仕組みや工夫」を進めてまいり
たいと考えております。 

・地域活動協議会の補助金について、区政会
議においてプレゼンの実施等により、予算
を付けるべき。 

大阪市が補助金の申請内容を審査する際、その手続
きの一環として、ご提案の区政会議におけるプレゼン
を行うことも一つの手法かと思われます。 
ご意見も参考としながら、各区長の責任のもとで、

各区の実情に応じ、補助金の効果的な執行を図ってま
いります。 

・地域活動協議会の活動メンバーは、無報酬
のボランティアで、活動内容は憲法で定め
る「すべて公務員は、全体の奉仕者であっ
て、一部の奉仕者ではない。」に準じるも
のとしてはどうか。 

地域活動協議会の個々の活動のメンバーについて、
①無償のボランティアを要件とし、②公務員に準じた
ものとして位置付けてはどうか、という趣旨のご意見
として回答いたします。 
ボランティア活動は、文字どおり自らの意思や判断

で活動に取り組むもので、例えば高齢者の支援、まち
の美化活動といったように、自らの問題意識の沿った
特定の分野や時間等に限って自由に活動されるもの
であり、また、ボランティア活動を無償とするか有償
とするかについても、地域活動協議会の自律的な決定
によるものと考えています。 
一方で、公務員は、ご意見にもあるように「全体の

奉仕者」であって「一部の奉仕者」ではない（活動分
野を問わない）ことから、地域活動協議会の個々の活
動のメンバーの方に対して、ボランティアで活動する
ことを要件とし、かつ、活動分野を問わない公務員に
準じた位置づけとすることはなじまないと考えてい
ます。 
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・住民自治について、市政改革プラン（区政
編）は、安心、安全、子育て、環境、ゴミ、
防災、防犯の範疇に絞り、特に子供の成長
と防犯に重点を置いてはどうか。見守り活
動は地域の防犯意識の向上にも大きく貢
献していると考える。 

地域によって抱える課題は実に多様であり、例えば
ある地域では、ご意見のように、子どもの見守りと防
犯に重点を置く必要があると考えているところもあ
れば、別の地域では、高齢者見守りと防災に重点を置
く必要があると考えているところもあります。 
このように地域によって異なる課題を、お住まいの

地域住民同士で共有し、その解決に向けた活動が活発
に行われることが、地域社会における住民自治の拡充
につながるものと考えており、P24の「戦略･取組の方
向性」の「①地域実情に応じたきめ細やかな支援」の
取組の中で、各地域がその特性や課題に即して活発に
活動を行うことができるよう、地域の実情に応じたき
め細やかな支援を行ってまいります。 

・地域活動協議会について、予算が毎年減少
傾向にあると聞いており、また、組織運営
が効率的で責任の所在が明確になり不正
を抑え込むと考えるから、組織を簡素化し
てはどうか。組織の簡素化が今後の住民自
治意識の高揚につながる。 

大阪市の地域活動協議会への補助金予算額につい
ては厳しい財政状況の中ではございますが、事業の見
直しなどにより補助金額を増やした区もあるなど、全
区の合計額ではほぼ横ばいながら若干増加傾向にあ
るところです。（地域活動協議会補助金の予算額の推
移は、大阪市ホームページでも公表しています） 
地域活動協議会の「組織の簡素化」については、地

域活動協議会は小学校区等を活動エリアに含む多様
な市民活動団体が参画して共に地域づくりを考え、取
り組んでいただくためのものであることから、ご指摘
の趣旨が、地域活動協議会の組織構成員を限定するか
たちでの「簡素化」であるならば、地域活動協議会の
目的にそぐわないと考えています。 
地域活動協議会の取組に対しては、P24の「戦略･

取組の方向性」の「①地域実情に応じたきめ細やかな
支援」の取組の中で、効率的な組織運営についての支
援も行ってまいります。 

・小学校の学校行事や地域の防犯の現状等の
情報が、見守り活動中の皆様に共有される
ことが必要ではないか。それが今後の住民
自治意識の高揚につながる。 

見守りなど、地域課題の解決に向けた取組について
は、当該活動団体だけではなく、様々な市民活動団体、
学校及び行政機関が連携･協力して実施することでさ
らに効果が高まるものと考えていることから、活動に
必要な情報等の共有は重要であると考えています。 
今後は、P24の「戦略･取組の方向性」の「①地域実

情に応じたきめ細やかな支援」に記載のとおり、地域
活動協議会をはじめとした様々な活動主体による地
域活動の活性化に向け、地域の特性や課題を地域の皆
様自身で把握・共有するための「地域カルテ」の作成
支援や、地域活動に関する様々な情報発信及び共有な
どの支援に取り組むことで、住民自治意識の高揚につ
なげてまいります。 

・高齢者を有効に活用することは引きこもり
や認知症の予防にも資するし、今後の住民
自治意識の高揚につながる。 

地域コミュニティの活性化に向けては、団塊の世代
の皆さまの活動参加をはじめ、多くの高齢者の皆さま
方が地域活動に参加していただきたいと考えていま
す。 
そこで、P19の「戦略・取組の方向性」の「③気軽

に活動に参加できる機会の提供」に記載のとおり、各
区において活動参加のきっかけとなる情報の収集・発
信などに取り組んでまいります。 
また、気軽に活動に参加できる機会を提供するなど

参加の促進を図り、地域活動の活性化につなげること
などを通じて、住民自治意識の高揚につなげてまいり
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たいと考えております。 

・港区における「まちづくりセンター」は、
本来すべき地域のファシリテーター育成
が全くできておらず、害あって益なし。そ
もそも、センターそのものの職務は黒子で
あり、表に出ない縁の下の力持ちを自負す
べき。 

まちづくりセンター等は、地域活動協議会による自
立した地域経営をめざして、自身の専門性を発揮しな
がら支援することを目的としており、ご意見にあるよ
うな地域のファシリテーター育成もその中の重要な
要素の一つであると考えています。 
これまでは地域活動協議会の立上げ期にあったた

め、まちづくりセンターの役割も地域活動協議会の立
上げ支援を主たるものとして進めてきた経過があり
ますが、P32の「戦略・取組の方向性」の「①まちづ
くりセンター等による支援についての評価基準の設
定と支援内容の見直し」に記載のとおり、今後は、地
域活動協議会の自立運営に向けた支援という、まちづ
くりセンターの本来の目的に向けた支援へと転換し
ていくための支援内容の見直しに取り組んでいくこ
ととしています。 

２ 人と人とのつながりづくり 

・P16に「少子・高齢化の進行やマンション
などの共同住宅の増加…」とあるが、年数
の経ったマンションでは少子高齢化で管
理組合が開店休業状態のケースもあり、視
点が甘い。また、市営住宅等の公共共同住
宅、民間賃貸共同住宅では、「いつか引っ
越すかもしれないので町内会には入らな
い」という考え方とも相まって、持ち家住
民との「地域に対する思い入れ」の温度差
も無視できない。 

いただいたご意見と同様の問題意識から、P16の「戦
略・取組の方向性」の「①人と人とのつながりづくり
のための取組への支援」の取組の中で、マンションな
どの共同住宅でのコミュニティ活性化に向けた取組
を進めることとしています。 
取組にあたっては、それぞれの特徴や状況を把握し

たうえで必要な支援を行うことが重要だと考えてお
り、また、地縁による団体やグループへの加入を促進
するためにも、若い世代をはじめ多くの人に、人と人
とのつながりづくりの大切さを感じていただけるよ
うな情報発信等に取り組んでまいります。 

・P16「地域コミュニティの活性化」につい
て、人と人のつながりづくりのためには、
啓発や情報提供だけでは不十分であり、地
域の居場所づくりや子ども食堂などの活
動に対して、行政が具体的な支援を行うこ
とも必要ではないか。 

ご意見のとおり、人と人とのつながりづくりに向け
ては、啓発等を行うだけでなく、自治会・町内会単位
の活動への具体的な支援が必要であると認識してお
ります。 
すでに、地域の居場所づくりやこども食堂などの活

動に対する支援の実例もあり、P19の「戦略･取組の方
向性」の「①自治会･町内会単位(第一層)の活動への
支援」の取組の中で、こうした実例を参考にしながら、
地域の実情に応じた具体的な支援策を検討してまい
りたいと考えています。 

３ 地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体） 

・新興住宅地などでは回覧板もまわらないこ
とがあり、住民も自ら「見よう」と思わな
ければ情報が入ってこない。市民（区民）
アンケートで「回覧板には一通り目を通し
ますか？」などの設問を設け、回覧板のあ
り方まで見直しの対象にしてはどうか。 

・ＳＮＳをしない高齢者にとっては回覧板は
有効だと思うが、子育て世代では、保育所
や幼稚園、小学校で配られる手紙として情
報発信するのが有効ではないか。持ち帰る
子供にインパクトを与えるような手紙に
し、子供が保護者に情報発信する仕組みを
検討してみてはどうか。地域活動協議会と
はぐくみネットを活用し、地域の情報発信

P18、P22の「現状と課題」に記載のとおり、市政の
情報を得るために利用している媒体・メディアについ
ては、「区の広報紙」が一番多く、現在においても、
紙による情報提供が有効な手段であることがわかり
ます。一方で、20代の若い世代では「ＩＣＴを活用し
たツール」による情報収集が一番多くなっています。 
そこで、P19 の「戦略・取組の方向性」の「④ＩＣ

Ｔを活用したきっかけづくり」に記載のとおり、ＳＮ
ＳなどのＩＣＴを活用した、地域住民への情報発信や
対話を進める取組を進めるとともに、P20 の「⑨活動
への参加促進」の取組の中で、いただいたご提案の趣
旨も踏まえ、検討してまいります。 
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の場を学校に広げてもよいのではないか。 

・P18の地域活動協議会補助金について、補
助金が 100%に満たない部分をどう捻出す
るかが活動の大きな壁である。町会費で補
う場合、マンション住民が増えて町会加入
者が住民のほんの一部であり負担感が大
きい。地域活動協議会としての活動で得る
収入により補う場合、収入を得ることが出
来る団体にとって収入源のない団体の活
動に収入を奪われる感覚が残り、団体間で
の協力関係が無くなる。また、自力で収入
を得るには収入を得る活動に時間を多く
取られる。収入の見込めない活動は上限を
超えない範囲で補助金を 100％とすべき
だ。 

大阪市では、地域活動協議会が行うさまざまな活動
に対し、行政と地域との適切な役割分担のもと支援等
を行っております。 
具体的には、各区において、それぞれの活動内容を

精査し、本来行政の責任で担うべき活動の経費につい
ては委託や直接執行として行政が全額負担し、地域の
自主的な活動であってもコミュニティづくりなど地
域の活性化という大阪市の行政目的に寄与するもの
につきましては、行政と地域との相互協力という趣旨
も踏まえ、活動の支援という形で補助率の上限を２分
の１として補助金を交付することとしています。 
なお、地域活動協議会活動費補助金の交付額の算定

に当たっては、他の補助金とのバランスを考慮し、人
件費的な要素を加味するため、補助対象となる物件費
の２分の１相当額を別途補助対象経費に算入し、これ
に補助率の２分１を乗じることとしております。（例
えば補助対象となる物件費が 100万円であれば、その
２分の１となる 50万円を人件費的な要素として加算
し、これに補助率の２分の１を乗じることになりま
す。結果、活動費補助金の交付額の上限は 75万円と
なり、補助対象となる物件費の額に対し、実質的に
75％の支援となっております） 
運営費補助金は、会議の開催、会計処理、その他地

域活動協議会の運営に必要な経費が対象（補助率は
100％）となっております。 
また、地域活動協議会による活動の活性化や継続性

の確保、安定した自主財源の確保策の検討などに向
け、先進事例などに関する情報提供や、専門的なノウ
ハウを有するまちづくりセンター等も活用しながら
支援しているところです。 
これにより、地域活動協議会では、地域内の様々な

活動主体が話し合うことで、新たな活動が生まれた
り、また活動の継続性の確保に向け、区役所が関与し
てコミュニティ・ビジネス化やソーシャル・ビジネス
化を行った活動を進める地域、クラウドファンディン
グの手法により自主財源を確保するといった地域も
出てきたりしております。 
今後も、地域における活動の活性化に向け、P30に

記載の「市民活動総合ポータルサイト」の活動促進に
よる情報提供の充実や、P34に記載の「ＣＢ／ＳＢ化、
社会的ビジネス化支援チームの結成」などにより、活
動の活性化や継続性の確保、安定した自主財源の確保
に向けた支援メニューを充実させるとともに、地域の
実情に応じたきめ細やかな支援を進めてまいります。 

・P18の地域活動協議会補助金について、東
住吉区ではホームページで積極的に情報
発信している地域活動協議会もあれば、数
件の活動報告だけのところもあるため、巨
額の補助金（税金）の使途はどうか、領収
書公開等により明確にしてもらいたい。 

地域活動協議会の補助金については、各区における
補助金交付要綱に基づき、各区役所が領収書等の関係
資料をチェックしたうえで交付を行うとともに、収支
報告書などの関係書類については各区のホームペー
ジで公開しております。 
また、地域活動協議会に対しては、民主的で開かれ

た組織運営と会計の透明性の確保が求められること
から、各区は、各地域活動協議会の収支予算書や決算
書等について、地域住民がいつでも見ることができる
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ようにしておくよう助言・指導しています。 

・P18「自治会・町内会単位（第一層）の活
動への支援」について、従来型の対応、支
援活動の見直しが必要だ。自治会・町内会
トップの区政会議参画、開かれた連合町会
会議の開催、隣り合う自治会・町内会での
共同活動企画等を行政サイドから働きか
けないと、自助での活性化は望めないので
はないか。 

P41 の「戦略・取組の方向性」の「②区政会議と地
域活動協議会との連携」に記載のとおり、おおむね小
学校区（校区等地域）の単位ごとに、自治会・町内会
をはじめ地域に関わるＮＰＯや事業者など多様な団
体で構成される「地域活動協議会」から、各区の地域
の実情や特性に応じ、区政会議の委員の選定に向けて
取り組むこととしています。 
また、「地域経営の透明性の確保」をさらに進めて

いくため、地域経営の核である地域活動協議会に対
し、地域活動協議会に期待する「準行政的機能の趣旨
についての理解度向上（P25参照）」及び「総意形成機
能の趣旨についての理解度向上（P26参照）」を進めて
まいります。 
さらに、「隣り合う自治会・町内会での共同活動企

画等」につきましても、P29の「戦略・取組の方向性」
の「③交流やコーディネートの場づくりなど」及び「④
地縁型団体への情報提供など」の取組の中で、自治
会・町内会といった地縁型団体だけでなく、テーマ型
団体も含めた様々な活動主体間の連携促進に向けた
取組を進めてまいります。 
※準行政的機能 
  校区等地域内で、他の市民活動団体が行っていな
い地域活動をカバー（補完）しながらまちづくりを
進めていく機能 

※総意形成機能 
  校区等地域の将来像や、住民の様々な意見の調

整、取りまとめを行う機能 

・P19「負担感の解消」について、委嘱制度
の再検討の際に公募制度を加えることは
できないか。 

現段階では、こうした委嘱制度の実態について、包
括的に確認・検証ができていないといった課題がある
ことから、P19の「戦略・取組の方向性」の「⑤委嘱
制度の再検討」に記載のとおり、まずは委嘱制度の実
態を把握したうえで、制度の見直しについても検討す
ることとしており、今後、ご意見の内容も踏まえて検
討してまいります。 

・P19 の「負担感の解消」について、「一人
に多くの委嘱をすることが無いよう配慮
する。」とあるが、委嘱自体を見直す必要
はないか。「在ることが前提」なのが「や
らされ感」「負担感」の一因であるので、
「誰もいなければやらなくても良くなる
法（条例）整備」もお願いしたい。また、
招集が必要な会がいつも同じ委員である
ことは、新しい発想が出にくいと思う。「形
骸化」の一因に重複委嘱があるのではない
か。 

 

委嘱については、ご意見のように、制度はあるが内
容は実質形骸化している場合だけでなく、委嘱してい
る活動内容が地域の実態にあっていない場合にも、
「やらされ感」「負担感」につながっていくのではな
いかと考えています。 
そこで、P19の「戦略・取組の方向性」の「⑤委嘱

制度の再検討」に記載のとおり、まずは委嘱の活動内
容が形骸化していないか、あるいは、地域の実情に即
したものとなっているのかといった現状把握を行い、
検証したうえで、必要な見直しを図ってまいります。 
また、委嘱を受けられる方に対し、「何のための活

動を委嘱しているのか」という点を改めてご理解いた
だけるよう取り組むとともに、一人の方に多くの委嘱
が集中しないよう配慮するなど、「負担感」等が軽減
できるよう取り組んでまいります。 

・P19に「担い手不足の解消」とあるが、若
い世代や新たな住民にはいかなる団体が
存在しているか分からず、地域活動協議会
の会議に参加しても会議の内容が理解で

地域活動協議会が自律的に活動内容や参画団体に
関する情報の発信等を行い、より幅広い地域の皆様に
理解していただくことができるよう、まちづくりセン
ター等の活用や、P32の「戦略･取組の方向性」の「②
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きないため、以前からの地域活動協議会の
メンバーも新メンバーにいらだちを覚え
る。これが活動者を増やせない原因の一つ
であり、地域内にどんな団体があるかの周
知をしないと始まらない。活動者がその活
動資源を得るための活動で疲弊しないよ
うに上限を超えない範囲で100％補助すべ
きだ。 

派遣型地域公共人材の活用方策の明確化、活用促進と
活用事例の共有」の取組の中で、円滑な意見交換の場
を創出するためのファシリテーション能力を有する
派遣型地域公共人材の効果的な活用などの支援を行
ってまいります。 
平成 28 年度にリニューアルした「市民活動総合ポ

ータルサイト」でも、活動団体の紹介をしていますが、
P20 の「戦略・取組の方向性」の「⑧市民活動総合ポ
ータルサイトの充実」に記載のとおり、身近な地域課
題に取り組む団体などの運営に関する情報をさらに
充実させ、広く地域の皆様に公開・発信してまいりま
す。 
また、地域活動協議会の補助金については、大阪市

では、地域活動協議会が行うさまざまな活動に対し、
行政と地域との適切な役割分担のもと支援等を行っ
ております。 
具体的には、各区において、それぞれの活動内容を

精査し、本来行政の責任で担うべき活動の経費につい
ては委託や直接執行として行政が全額負担し、地域の
自主的な活動であってもコミュニティづくりなど地
域の活性化という大阪市の行政目的に寄与するもの
につきましては、行政と地域との相互協力という趣旨
も踏まえ、活動の支援という形で補助率の上限を２分
の１として補助金を交付することとしています。 
なお、地域活動協議会活動費補助金の交付額の算定

に当たっては、他の補助金とのバランスを考慮し、人
件費的な要素を加味するため、補助対象となる物件費
の２分の１相当額を別途補助対象経費に算入し、これ
に補助率の２分１を乗じることとしております。（例
えば補助対象となる物件費が 100万円であれば、その
２分の１となる 50 万円を人件費的な要素として加算
し、これに補助率の２分の１を乗じることになりま
す。結果、活動費補助金の交付額の上限は 75 万円と
なり、補助対象となる物件費の額に対し、実質的に
75％の支援となっております） 
運営費補助金は、会議の開催、会計処理、その他地

域活動協議会の運営に必要な経費が対象（補助率は
100％）となっております。 

・P19「自治会・町内会単位（第一層）の活
動への支援」について、地域、まちづくり
の具体的な活動内容や、目的に合致した予
算執行、役員の決め方などのモデル案を提
示するなど、区役所として具体的な援助と
支援を行ってはどうか。 

現在においても、区役所職員が、まちづくりセンタ
ー等も活用しながら、地域活動協議会をはじめとした
地域活動団体に対し、ご意見のような支援を行ってい
る例もあることから、P19 の「戦略・取組の方向性」
の「①自治会・町内会単位（第一層）の活動への支援」
の取組の中で、こうした例を各区で共有しながら、地
域の実情を踏まえた取組を進めてまいります。 

・P20の「補助金についての理解促進」につ
いて、「補助金は活動内容を指定していな
いという説明が必要」というような記載が
あるが、これは eラーニングの対象だと感
じる。実際に地域活動協議会の運営が町内
会からの分担金がないと回らない現状で
は、いずれ地域活動ができなくなる地域活
動協議会も出てくるのではないか。例え
ば、第一層で行う廃品回収に対する補助金

「⑥補助金についての理解促進」については、補助
金を出すことで具体的な活動内容まで行政が指定し
ているわけではなく、地域ニーズに合った事業をそれ
ぞれの手法で取り組むことが可能であることをご理
解いただくことで、「やらされ感」「負担感」の解消を
はかろうとするものです。 
ご意見の内容も踏まえ、財源確保への支援に関して

は、P30 に記載の「市民活動総合ポータルサイト」の
活動促進による情報提供の充実や、P34 に記載の「Ｃ
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のために第一層内の住民が協力させられ
ている現状が隠れている事実にも、行政は
目を向けることができるのか。「やる気が
あっても物理的に無理」な者が担い手とし
て期待されるのは負担になることは理解
すべき。 

Ｂ／ＳＢ化、社会的ビジネス化支援チームの結成」な
どにより、活動の活性化や継続性の確保、安定した自
主財源の確保に向けた支援メニューを充実させると
ともに、地域の実情に応じたきめ細やかな支援を進め
てまいります。 
また、担い手の拡充については P20の「戦略・取組

の方向性」の「⑨活動への参加促進｣の取組の中で、
誰もが気軽に活動に参加・参画いただけるよう、例え
ば「午前中だけなら参加できる」「今日ならお手伝い
ができる」といったように参加・参画する方の状況に
応じて柔軟に地域活動に関わってもらえるような仕
組みや工夫に関する情報を提供することなど、活動に
参加・参画いただく方に無理が生じないような方策に
ついて検討してまいります。 

・P20の「市民活動総合ポータルサイト」に
ついて、サイトを開いてみたが、福祉メイ
ンの市民活動サイトのようで地域活動協
議会や自治会に関係なさそうに感じる。 

ご指摘のとおり、「市民活動総合ポータルサイト」
の登録団体は、現時点では福祉や環境などに取り組む
ＮＰＯ等の市民活動団体が多くなっていることから、
地域活動協議会等の地域団体の登録を見込み、団体の
種別に「地域活動協議会」を追加し検索をしやすくし
たところです。 
今後、「⑧市民活動総合ポータルサイトの充実」の取
組の中で、地域活動協議会などの地域で活動される
団体に対し登録を積極的に働きかけ、ご活用いただ
けるようにしてまいります。 

・P20「第一層の活動への支援」について、
主に高齢者が役員として活躍しているケ
ースが多く、現役（子育て）世代は、納税、
介護、ＰＴＡ、子育てと本当に忙しく勘弁
して欲しい世帯がほとんどだと思われる
ことを考えながら進めてほしい。 

 

ご指摘の内容も踏まえ、P20 の「戦略・取組の方向
性」の「⑨活動への参加促進｣の取組の中で、誰もが
気軽に活動に参加・参画いただけるよう、例えば「午
前中だけなら参加できる」「今日ならお手伝いができ
る」といったように参加・参画する方の状況に応じて
柔軟に地域活動に関わってもらえるような仕組みや
工夫に関する情報を提供することなど、活動に参加・
参画いただく方に無理が生じないような方策につい
て検討してまいります。 

・P20に「自治会・町内会単位（第一層）の
活動への支援」とあるが、市は地域団体の
構成員の名簿の管理を禁止しており、自治
会の構成員数や当該地域における構成割
合を把握できないまま、どのように支援す
るか不明であり、手法を明示すべきだ。 

P19 の「戦略・取組の方向性」の「①自治会・町内
会単位（第一層）の活動への支援」に記載のとおり、
まずは自治会・町内会単位の活動について、共通する
課題やニーズ等の実態を把握することが重要であり、
そのうえで、具体的な活動への支援策を策定したいと
考えています。 

・P20に「自治会・町内会単位（第一層）の
活動への支援」とあるが、連合等（第二・
三層）の活動支援を全面的に否定している
現状で、第一層のみの支援をする具体的手
法を示すべきだ。 

これまで、校区等地域単位の地域経営の核である地
域活動協議会（第二層）の支援に取り組んできており、
今後ともその方針に変更はありませんが、地域活動協
議会の活動を活性化するためにも、その基盤となる自
治会・町内会単位（第一層）の活動への支援にもっと
意識を向けるべきだと認識しています。 
なお、P18～20 の「Ⅱア 地域に根差した活動の活

性化（地縁型団体）」は、第一層のみならず、地域活
動協議会を構成する団体をはじめとした校下レベル
（第二層）や区レベル（第三層）において、地域に根
差した活動をする団体全般について支援する内容と
なっています。 
自治会・町内会単位（第一層）支援に関する具体的

な手法については、P19 の「戦略・取組の方向性」の
「①自治会・町内会単位（第一層）の活動への支援」
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に記載のとおり、まずは自治会・町内会単位の活動に
ついて、共通する課題やニーズ等の実態を把握するこ
とが重要であり、そのうえで、具体的な活動への支援
策を策定したいと考えています。 

・P20「地域活動協議会のメンバー」とある
が、このメンバーは誰がどのように決めた
のか。地域住民に何の説明もなく町会長に
も相談がなかった。地域活動協議会と連合
町会は全く違う二つの別団体となってい
る。 

地域活動協議会の構成メンバーは地域の実情に応
じて各地域活動協議会自身で決めていただいており、
その構成はおおむね地域振興会（連合町会）、をはじ
めとした、様々な活動主体で構成されているものと認
識しています。 
なお、地域活動協議会の構成メンバーを追加してい

くことももちろん可能ですので、追加が必要と考えら
れる場合は地域で話し合っていただくようにお願い
いたします。 

４ 活動の活性化に向けた支援 

・「地域活動協議会」について、市からの助
成金・補助金の「受け皿」としての地域活
動協議会に地緑団体がそのまま参加し、拙
速に立ち上げたために、かえって多様な主
体の参加が困難になったのではないか。企
業、ＮＰＯ、あるいはマンション新住民な
ど多様な「市民」が参加できるよう、行政
がきめ細かな支援を行うべきだ。 

「企業、ＮＰＯ、マンション新住民など多様な「市
民」が参加できるよう、支援を行うべき」といったご
意見はそのとおりと考えております。 
そこで、P24の「戦略・取組の方向性」の「①地域

実情に応じたきめ細かな支援」及び P25の「地域活動
協議会の期待する準行政的機能の趣旨についての理
解度向上」の取組の中で、地域活動協議会に対し、地
域活動協議会が果たすべき役割の趣旨についての理
解度向上に向けた支援や、多様な活動主体の参画に向
けたノウハウ提供といった様々な支援を、まちづくり
センター等も活用しながら、地域の実情に応じて進め
てまいります。 

・P24の地域活動協議会の認知度が低い件に
ついて、市役所の中の職員も同様ではない
か。市が一体となって推進している感じで
はないような気がする。 

地域を担当する職員全員を対象に、地域活動協議会
に期待される準行政的機能や総意形成機能について、
理解促進のためのｅラーニングを実施することとし
ておりますが、ご意見のとおり、区役所のみならず局
も含めた職員につきましても同様に e-ラーニングを
実施し、地域活動協議会の認知度の向上を図ってまい
ります。 
なお、P25の「戦略・取組の方向性」の「③地域活

動協議会に期待する準行政的機能の趣旨についての
理解度向上」及び、P26の「戦略・取組の方向性」の
「②地域活動協議会に期待する総意形成機能の趣旨
についての理解度向上」の項目について、e-ラーニン
グの対象を拡充する内容に修正します。 

・P24「活動の活性化に向けた支援」におい
て、「現状と課題」欄に住民が町会の意義
と活動を知らないこと、「戦略・取組の方
向性」欄に 1年に一度防災訓練の日に総会
を行うことの追加を提案する。 

町会など校区等地域における様々な活動主体が構
成団体となり、地域経営を進めていく組織である地域
活動協議会については、ご意見にあるとおり、認知度
不足の解消が課題になっていることから、地域活動協
議会の認知度向上に向けた支援を行ってまいります。 
また、「1年に一度防災訓練の日に総会を行うこと」

といった取組の方向性についてですが、どの時期に総
会を実施するかは、各地域活動協議会の自治の範囲で
すので、プランに記載することはそぐわないと考えま
すが、「より多くの地域住民の方に、地域活動協議会
の活動や運営について知っていただく」手段としては
有効と考えられるため具体的な支援にあたっての参
考とさせていただきます。 
具体的には、各区が、地域の実情に応じて、こうし

た工夫などについてのノウハウを提供するといった
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支援を行っていくので、その参考とさせていただきま
す。 

・P24「地域活動協議会の認知度向上に向け
た支援」について、地域カルテの作成や研
修による職員の理解浸透という取組みは
一方的で、区民への働きかけが不十分では
ないか。また、地域活動協議会の敷居を低
くして区民との距離を近づける取組を検
討すべきだ。 

地域活動協議会の認知度向上については、その原因
を当事者である地域活動協議会との対話も踏まえて
分析したうえで課題を抽出するとともに地域の方々
と意見交換などを行っていきながら、解決に向けた地
域活動協議会による取組を支援してまいりたいと考
えております。 
大阪市としても、P24 の「戦略・取組の方向性」の

「②地域活動協議会の認知度向上に向けた支援」に記
載のとおり、地域活動協議会についてより区民の皆様
に知っていただけるよう、学校との連携やＩＣＴなど
も活用しながら、地域活動協議会が行う地域活動など
の情報について、あらゆる機会をとらえて積極的に発
信してまいります。 
また、P20の「戦略・取組の方向性」の「⑨活動へ

の参加促進」に記載のとおり、誰もが気軽に参加（短
時間や短期間だけ参加）できるための仕組や工夫に関
する情報を提供するなどの支援を通じて活動への参
加促進を進めてまいります。 

５ 総意形成機能の充実 

・P26 の「地域活動協議会には、「総意形成
機能」が期待されている」について、具体
的にどのような事に関して「総意」を求め
るのか全く見当がつかない。認知度 16％
の会が総意になり得ないし、100％の認知
度でも 100％の総意はあり得ない中での
「総意」は、独裁的な印象だ。また、準行
政的機能という条件では、活動内容は指定
（制限）される、と思ってしまうのは必然
で、案自体の内容に矛盾があるように感じ
るし、「やらされ感」「負担感」の一因にな
ると感じる。ちょっと求めすぎのような気
がする。そもそも、地域活動協議会自身が
総意形成機能、準行政的機能を求められて
いることを知らないのではないか。 

総意形成機能とは、校区等地域の将来像や、地域に
よって異なる課題の掘り起しとその対応策など、住民
の様々な意見の調整、取りまとめを行う機能のことを
指しております。 
地域活動協議会は、「地域活動協議会に対する補助

金の交付の基準に関する要綱」に基づき、「様々な活
動主体が参画している、または参画する機会が保障さ
れている」、「構成団体同士で意見を調整」するといっ
た手続きによって意思決定を行っていることなどを
もって区長が認定することとなっており、現に複数の
団体で構成や今後の参加団体の増が期待されること
も含めると、より「総意」に近づくことのできる団体
であると認識しています。 
また、「準行政的機能」とは、P24に記載しているよ

うに、「地域課題であると認識されながら他の市民活
動団体が行っていない地域活動を補完しながらまち
づくりを進めていく機能」を指しております。 
地域活動協議会に対しては、地域自らが実施したい

（または実施すべき）活動を自由に考えたうえで、そ
の中から「他の市民活動団体が実施しておらず、地域
活動協議会として補うべき（補完すべき）」活動を補
助対象事業として区長が認定しており、その他の地域
活動協議会の活動を制限することはありません。 
一方、ご指摘のとおり、地域活動協議会の認知度の

向上も大きな課題と認識しており、P24、P26の「戦略・
取組の方向性」の「地域活動協議会の認知度向上に向
けた支援」に記載のとおり、学校との連携やＩＣＴな
ども活用しつつ、あらゆる機会をとらえて発信し、地
域の方々と意見交換などを行っていくことで、地域活
動協議会に対する理解度や認知度向上に取り組んで
まいります。 
また、P25 の「戦略・取組の方向性」の「③地域活

動協議会に期待する準行政的機能の趣旨についての



19 

 

ご意見の要旨 本市の考え方 

理解度向上」及び P26の「戦略・取組の方向性」の「②
地域活動協議会に期待する総意形成機能の趣旨につ
いての理解度向上」に記載のとおり、地域活動協議会
に期待される準行政的機能や総意形成機能について、
理解促進のためのｅラーニングを実施し、まずは職員
が理解したうえで、地域活動協議会の役員や構成団体
の方をはじめ、地域住民の理解が深まるよう、積極的
に情報発信していくこととしております。 

・P26「「地域活動協議会が意思決定した結果
を、地域の総意であると納得している」こ
とが重要であり」とあるが、地域活動協議
会と町内会は別団体となっており、町内会
に相談なく結論を出す地域活動協議会が
地域の総意とは思ってほしくない。 

地域活動協議会は、さまざまな活動主体が参画し、
「自治」と「行政との協働」によって地域課題への対
処など地域のまちづくりを進めることを目的とする
地域自治組織です。 
地域活動協議会には自治会・町内会をはじめ地域に

関わる多様な主体が参画しており、校区等地域におけ
る地域課題や住民ニーズが把握され、民主的かつ高い
透明性が確保されたうえで、地域住民の皆様のさまざ
まな意見が調整され、取りまとめられたものは、地域
住民の皆様におかれても「地域全体の思いである」と
納得いただけるのではないかと考えております。 
大阪市としては、地域活動協議会が、こうした手続

きの下で意思決定がなされ、総意形成機能を発揮する
ことができるよう、P26 の「戦略・取組の方向性」に
記載のとおり、さまざまな支援を行ってまいりたいと
考えております。 

・地域活動協議会について、上部の役員はほ
とんど特定の団体などからのメンバーで
構成されているため、役員をしたくない人
が多い。役所は公平に活動できる仕組みを
作ってほしい。 

各地域活動協議会におかれましては、役員等の組織
体制や活動計画等の組織運営事項については、総会等
で決定することとされるなど、民主的で開かれた組織
運営を行う必要があり、P26の「戦略・取組の方向性」
の「③総意形成機能を発揮するために備えておくべき
要件の確認など」に記載のとおり、こうした運営がな
されているか、大阪市としても定期的に確認していく
必要があると考えております。 
また、活動が一部の方に集中しないようにすること

も必要であり、P20の「戦略・取組の方向性」の「⑨
活動への参加促進」に記載のとおり、誰もが気軽に参
加（短時間や短期間だけ参加）できるための仕組や工
夫に関する情報を提供するなどの支援を通じて活動
への参加促進を進めてまいります。 

６ 多様な主体のネットワーク拡充への支援 

・P28に「地縁型団体においては、自らの団
体内で完結する活動が多かったこともあ
り、他の活動主体との連携協働の事例は少
なく」とあるが、地縁団体だけで完結でき
るということは、取り急ぎ必要としていな
いか、その次元に達していないことが考え
られる。経験値と実績を積んでくれば、お
のずとネットワークは拡大していくので
はないか。とりあえず必要とする団体のみ
で推進し、全体としては優先順位を下げて
良いのではないか。 

ご指摘のとおり、地縁型団体が他団体と連携協働す
るステージに至っていない場合や連携協働の必要性
をあまり感じていない場合があることは認識してお
ります。 
しかしながら、地域課題の解決に個々の団体で取り

組むよりも、各団体が把握する課題などを持ち寄った
うえで複数の活動主体が連携協働で取り組むことで
より高い効果を発揮できたり、負担感の解消につなが
る事例も多いところです。 
そこで、各団体において、事例の共有により連携協

働のイメージをつかんでいただき、身近なところから
進めていただけるよう、P29の「戦略・取組の方向性」
の「③交流やコーディネートの場づくり」に記載のと
おり、多様な活動主体間の連携協働に向けた交流やコ
ーディネートの場を提供するなどにより、働きかけを
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行ってまいりたいと考えております。  

・P28「多様な活動主体間の連携協働の促進」
とあるが、地縁型団体の地域活動協議会
が、自らの思いや興味に取り組むＮＰＯな
どのテーマ型団体やＣＳＲ等の「理念」は
あるが営利が主である企業の活動をどこ
まで受け入れられるかがポイントではな
いか。 

ご指摘のとおり、連携協働を行うには、双方の立場
を理解し合い、課題を共有することが大切と認識して
おります。 
また、連携の形は、地域活動協議会の構成メンバー

として参画する場合のほか、企業が持つ物品やノウハ
ウなどの資源を提供いただく場合などさまざまであ
ると考えています。 
そこで、P28～29の「戦略・取組の方向性」の各取

組の中で、各区や市民局において提供する多様な活動
主体間の連携にむけた交流やコーディネートの場づ
くりを進めるなどにより、双方の情報を把握し交流を
深めていただくよう働きかけることで、必要に応じた
連携協働の促進につなげてまいりたいと考えており
ます。 

・P29「地縁型団体への情報提供など」とあ
るが、情報提供程度ではネットワークの拡
充は果たせないので、行政が多様な主体の
接着剤的な役割を果たすなど、もっと踏み
込んで交流やコーディネートの「場」を積
極的に作るべきだ。 

ご指摘のとおり、地縁型団体への情報提供のみなら
ず、多様な活動主体間の連携促進にむけた交流やコー
ディネートの場が必要であると考えています。 
そのため、P29の「戦略・取組の方向性」の「③交

流やコーディネートの場づくりなど」に記載のよう
に、各区において多様な活動主体間の連携にむけた交
流やコーディネートの場の提供を毎年度実施するこ
ととしているところです。また、市民局においても同
様に「交流の場づくり」を実施するとともに、民間で
開催される交流の場の情報を収集・発信する等、積極
的に交流やコーディネートの場づくりに取り組みま
す。 

７ 市民活動に役立つ情報の収集・提供 

・P30に「まちづくりセンター等の認知度を
高めるとともに」とあるが、地域活動協議
会の立ち上げ支援を行ってきたまちづく
りセンターの役割はすでに終わっていて
解散・廃止すべきであり、「まちづくりセ
ンター」の記載は不要ではないか。 

まちづくりセンター等は、地域活動協議会による自
立した地域経営をめざして、自身の専門性を発揮しな
がら支援することを目的としており、その本来の役割
は、地域活動の担い手の発掘や育成、活動に役立つ情
報提供や資金確保に向けた支援など自立に向けた支
援全般です。 
これまでは地域活動協議会の立上げ期にあったた

め、まちづくりセンターの役割も地域活動協議会の立
上げ支援を主たるものとして進めてきた経過があり
ますが、P32の「戦略・取組の方向性」の「①まちづ
くりセンター等による支援についての評価基準の設
定と支援内容の見直し」に記載のとおり、今後は、地
域活動協議会の自立運営に向けた支援という、まちづ
くりセンターの本来の目的に向けた支援へと転換し
ていくための支援内容の見直しに取り組んでいくこ
ととしています。 

・P30の「市民活動総合ポータルサイト」に
ついて、サイトを開いてみたが、福祉メイ
ンの市民活動サイトのようで地域活動協
議会や自治会に関係なさそうに感じる。 

ご指摘のとおり、「市民活動総合ポータルサイト」
の登録団体は、現時点では福祉や環境などに取り組む
ＮＰＯ等の市民活動団体が多くなっていることから、
地域活動協議会等の地域団体の登録を見込み、団体の
種別に「地域活動協議会」を追加し検索をしやすくし
たところです。 
今後、「⑧市民活動総合ポータルサイトの充実」の

取組の中で、地域活動協議会などの地域で活動される
団体に対し登録を積極的に働きかけ、ご活用いただけ
るようにしてまいります。 
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８ 地域の実態に応じたきめ細かな支援 

・まちづくりセンターの当初の目的は終わっ
ており、事務運営の支援しか出来ていない
ので、まちづくりセンターを解散・廃止し、
コミュニティ協会や社会福祉協議会にそ
の役割を担ってもらい、タイトルにある
「地域の実態に応じたきめ細かな支援」を
行うべきだ。 

まちづくりセンター等は、地域活動協議会による自
立した地域経営をめざして、自身の専門性を発揮しな
がら支援することを目的としており、その本来の役割
は、地域活動の担い手の発掘や育成、活動に役立つ情
報提供や資金確保に向けた支援など自立に向けた支
援全般です。 
これまでは地域活動協議会の立上げ期にあったた

め、まちづくりセンターの役割も地域活動協議会の立
上げ支援を主たるものとして進めてきた経過があり
ますが、P32の「戦略・取組の方向性」の「①まちづ
くりセンター等による支援についての評価基準の設
定と支援内容の見直し」に記載のとおり、今後は、地
域活動協議会の自立運営に向けた支援という、まちづ
くりセンターの本来の目的に向けた支援へと転換し
ていくための支援内容の見直しに取り組んでいくこ
ととしています。 
また、まちづくりセンターを運営する事業者の選定

にあたっては、公募を基本としており、コミュニティ
協会や社会福祉協議会などを含む事業者からの応募
を受けて選定することとしています。 

・P32の「まちづくりセンター等」、「派遣型
地域公共人材」について、「在る事が前提」
という概念を捨ててみてはどうか。無いと
困るのか？を追求してみることも必要で
はないか。無くても困らないのに在るの
は、「やらされ感」「負担感」の一因になる。 

まちづくりセンター等は、主に地域活動協議会を対
象とし、その専門的なノウハウを活用しつつ、地域に
しっかり寄り添いながら支援を行う役割を担ってお
り、これまでの地域活動協議会の立上げ期では、組織
の立上げ及び事務運営について、地域の状況に応じて
しっかりと支援を行うことができたと考えておりま
すが、今後は地域実情に応じたきめ細やかな支援が必
要となっています。 
また、派遣型地域公共人材は、地縁型団体、テーマ

型団体を問わず様々な活動主体を対象とし、地域にお
ける課題の抽出、それぞれの強みを活かせる活動主体
間の連携・ネットワークづくり、地域や社会の資源の
橋渡しなどのための調整を行うといった役割を担う
人材であり、まちづくりセンター等とは違い、第三者
的な立場から、市民活動の活性化に向けたコーディネ
ートを実施しております。 
ご意見にあるとおり、単に「在ることが前提」とい

った概念は捨てるべきと考えており、「必要とする地
域に対する当該地域の実態に応じたきめ細やかな支
援」に向け、P32の「戦略・取組の方向性」の各取組
の中で、まちづくりセンター等、派遣型地域公共人材
がそれぞれ持つ特性を十分に活かすことができるよ
う、それぞれの活用方策をわかりやすく取りまとめた
うえで、地域の実情に応じ、各区長のマネジメントの
下で、より効果的な活用方法について検討してまいり
たいと考えております。  

・P32「派遣型地域公共人材による支援」に
ついて、「大阪市として養成し、登録を行
ったうえで」とある。地域活動協議会及び
地域の社会福祉協議会等の人材育成も重
要な課題であり、市の趣旨と合致するなら
ば、計画的に人材を養成することを提案す
る。 

派遣型地域公共人材とは、地域団体をはじめＮＰＯ
や企業、大学など、地域で公益的な活動を行っている
グループ・団体からの要請を受けて派遣され、これら
のグループ・団体の話し合いの場などで、中立的な立
場から合意形成に向けた支援などを行うことができ
る人材のことです。 
この派遣型地域公共人材については、所属団体、個
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人に限らず計画的に広く公募し、応募された方々につ
いて外部の有識者から意見を聴取したうえで選考し
た方を対象に専門的な研修を受講していただき、大阪
市地域公共人材バンクにご登録いただくことでご活
躍していただいております。 
派遣型地域公共人材は地域活動協議会などの要請

により地域に出向き、研修の講師や効果的な会議を行
うための実践的な指導、活動への助言を行っており、
地域の人材育成に寄与するしくみとなっていると考
えます。 
一方、ご指摘のように、地域における人材育成も重

要と考えており、P19の「戦略・取組の方向性」の「②
地域リーダーの活躍促進」に記載のとおり、既存のリ
ーダー養成の仕組みで形骸化しているものを見直し
たうえで、本人の意向に基づき活躍の場につなぐ取組
を進めてまいります。 

９ 市民活動の持続的な実施に向けたＣＢ／ＳＢ化、社会的ビジネス化の支援 

・P34に「区役所職員がまちづくりセンター
等の職員と連携し」とあるが、まちづくり
センターの役割はすでに終わっていて解
散・廃止すべきであり、「まちづくりセン
ター」の記載は不要ではないか。 

まちづくりセンター等は、地域活動協議会による自
立した地域経営をめざして、自身の専門性を発揮しな
がら支援することを目的としており、その本来の役割
は、地域活動の担い手の発掘や育成、活動に役立つ情
報提供や資金確保に向けた支援など自立に向けた支
援全般です。 
これまでは地域活動協議会の立上げ期にあったた

め、まちづくりセンターの役割も地域活動協議会の立
上げ支援を主たるものとして進めてきた経過があり
ますが、P32の「戦略・取組の方向性」の「①まちづ
くりセンター等による支援についての評価基準の設
定と支援内容の見直し」に記載のとおり、今後は、地
域活動協議会の自立運営に向けた支援という、まちづ
くりセンターの本来の目的に向けた支援へと転換し
ていくための支援内容の見直しに取り組んでいくこ
ととしています。 

・P34の目標について、事業創出は地域活動
協議会と区役所などが連携して課題発
見・議論する中での結果であり、そのプロ
セス重視が地域活性化には必要であるの
で、事業創出件数は目標ではない。 

平成 29年１月に区長会議のもとで取りまとめた区
政の検証においては、安定した自主財源の確保が地域
活動協議会の活動を発展・充実させるために必要であ
るとして、区の職員が積極的に地域の方にも働きかけ
ることを今後の方向性としており、そうしたプロセス
を重視することは大切と考えております。 
そのような取組に加えまして、実際に自主財源を確

保していただくことが活動の持続的な実施につなが
ることを実感できると考えられることから、目標とし
て事業創出件数を設定しているところです。 

・P34の「区役所職員がまちづくりセンター
等の職員と連携して、持続的な活動のため
の財源確保の手法としてのＣＢ／ＳＢ化、
社会的ビジネス化を的確に支援する」につ
いて、補助金と町内会費の分担金が集まっ
てやりくりしている地域活動協議会もあ
り、中間支援組織が、運営ノウハウの支援
まで網羅できているとは思えない。広報紙
配布事業を地域活動協議会に正式に委託
することで、運営のきっかけとできない
か。 

P９の③に記載のとおり、地域活動協議会によって
は、自立して活動を活発に進めている地域もあれば、
運営面で課題を抱えている地域もあるなど、活動状況
も様々であることについては認識しております。 
一方で、平成 29 年１月に区長会議のもとで取りま

とめた区政の検証においては、安定した自主財源の確
保が地域活動協議会の活動を発展・充実させるために
必要であるとしております。 
現在も、広報紙配布事業を受託されている地域活動

協議会や、コミュニティ回収を実施し、自主財源を確
保する団体もあることから、「ＣＢ／ＳＢ化、社会的
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ビジネス化支援チームの結成」の取組の中で、そうし
た事例を共有するなどして、各地域の実情に応じた自
主財源の確保策について考えるきっかけづくりに向
けて積極的に働きかけていきたいと考えております。 
※「コミュニティ回収」 

現在、大阪市が実施している古紙・衣類分別収集
を、地域活動協議会等の地域コミュニティがその主
体となって行うもの。基本的な形としては、現在、
大阪市が収集を行っているのと同じ曜日・排出方法
で、地域活動協議会等の地域コミュニティが契約し
た回収業者が回収を行う。 

・「ＣＢ／ＳＢ化」について、本来行政が負
担すべき助成金・補助金の削減のために市
民活動に自主財源確保を求めるのであれ
ば、行政責任の放棄につながりかねない。
また、市民活動へのビジネス手法の導入に
よって社会的な活動目的が歪められるこ
とがあってはならない。 

ＣＢ／ＳＢ、社会的ビジネス化はそもそも地域課題
を解決するための手法の一つとして発展してきたも
ので、全国的に見てもＮＰＯや地域団体が取り組んで
いる事例が多数みられます。また、ビジネスの手法（Ｃ
Ｂ／ＳＢ）の導入により自主財源を確保することは、
市民活動の持続的な運営につながり、ひいては、地域
の雇用創出や地域経済の活性化、多様化する課題に対
し、効果的・効率的にサービスが提供される活力ある
地域社会づくりにつながることと考えています。 
そうしたことから、P34の「戦略・取組の方向性」

に記載のとおり、大阪市職員で支援チームを作り、Ｃ
Ｂ／ＳＢ化、社会的ビジネス化になじみやすい活動の
選択や起業に関する様々なノウハウを整理し、区役所
やまちづくりセンター等で共有し、市民活動を支援し
てまいります。 

・地域活動協議会に自主財源の作り方を指導
すべきだ。 

地域活動協議会による自主財源確保の方法のひと
つとして、市民活動へのビジネスの手法（ＣＢ／ＳＢ）
の導入が有効な手段であると考えています。 
それは、ＣＢ／ＳＢの導入により、地域の雇用創出

や地域経済の活性化を図り、多様化する課題に対し、
担い手の最適化により効果的・効率的に公共サービス
が提供される活力ある地域社会の実現を目指して、Ｃ
Ｂ／ＳＢが地域で次々と生まれ成長できるよう支援
することにより、市民活動の持続的な実施につながる
ことと考えているからです。 
そうしたことから、P34の「戦略・取組の方向性」

に記載のとおり、大阪市職員で支援チームを作り、Ｃ
Ｂ／ＳＢ化、社会的ビジネス化になじみやすい活動の
選択や起業に関する様々なノウハウを整理し、区役所
やまちづくりセンター等で共有し、市民活動を支援し
てまいります。 
また、これ以外にも企業などが一定の地域活動に財

源や資源を提供するといった例もあり、P30の「戦略・
取組の方向性」の各取組の中で、自主財源の確保策も
含めたさまざまな支援メニューの充実を図るととも
に、「市民活動総合ポータルサイト」の活用促進によ
る情報提供の充実を図ってまいります。 

１０ 区ＣＭ制度の趣旨に即した運用の徹底 

・P35に「施策・事業に区ＣＭの意向をより
～着実に進めることが必要である」とある
が、区ＣＭの意向という名のもと施策がど
んどん押し進められ、個人の意見が聞きい
れられない区行政は反対。また、選挙で選

 住民に身近なところで地域の実情に即して決定す
る「ニア・イズ・ベター」（補完性・近接性の原理）
の観点からは、基礎自治に関する施策や事業について
は、住民に身近な区長が決定・展開できるよう、権限
や予算をできる限り区長に移譲していくことが重要
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ばれていない区ＣＭに強い権限を与える
のは住民自治とは言えず問題だ。 

であると考えております。 
 従来は、局が全市一律の観点から施策・事業の実施
を決定していましたが、区ＣＭ（区長）に区内の基礎
自治に関する施策・事業の実施の決定権を付与して、
各区各地域の実情にあった区政運営を行っています。 
また、区ＣＭ（区長）は、市の方針のもとで、区政

会議や区民モニターをはじめ様々な方法で区民等の
多様な意見を把握しながら、地域の様々なニーズ・意
見を踏まえた区内の施策・事業を実施しています。 

・区ＣＭ制度の法律との整合性・組織内の整
合性をしっかり明記すべき。 

地方自治法上、「区長」は「区役所の長」であり、
局の事務を所掌できないことになっていることから、
現行の政令指定都市制度のもとで、区の区域内におけ
る各局の基礎自治に関する業務を横断的に統括し、局
長以下を指揮監督する職として、24の「区シティ・マ
ネージャー」職を設置し、24区長をもって充てる（兼
務する）旨を本市の事務分掌規則に定めています。 
上記の趣旨については、第 1章基本方針の１（２）

における区ＣＭ制度に関する記載の注釈として明記
します。 

１１ 「ニア・イズ・ベター」に基づく分権型教育行政の効果的な推進 

・P36に「区長を教育委員会事務局における
区担当教育次長として～区の役割が増し
た」とあるが、区役所内の教育の担当者が
少数で、区長の対応も不十分であるため、
現状とかけ離れている。また、教育に関す
る教育を受けていない区長が行うのも問
題だ。 

 教育行政の推進に当たっても、「ニア・イズ・ベタ
ー」（補完性・近接性の原理）に基づき、地域に身近
な区が教育委員会とともに、保護者・区民等の声をく
み取りながら、施策を実施しています。また、区長を
区担当教育次長とし、大阪市として一元的に実施して
いくことが必要な事務を除き、区内における教育長の
一定の権限と責任を分担するとともに、教育委員会事
務局職員を兼ねる職員を区役所に配置し、教育委員会
事務局では区担当教育次長の機能が発揮できるよう、
窓口として各方面との連絡調整を行うための教育政
策室を設置することにより、区長をサポートしていま
す。 

・P36「分権型教育行政について、区及び教
育委員会事務局の職員、校長の理解が十分
であるとは言えない」について、大阪市教
育総合会議で『「大阪市教育振興基本計画」
をいかに末端まで周知徹底させるか』が課
題になっており、同基本計画や関連法令等
の趣旨にも合致させながら推進してほし
い。また、文中にある「支障が生じている
具体的な事例」をもう少しあげてほしい。 

 平成 29年３月改訂の「大阪市教育振興基本計画」
では、計画の進め方の一つとして、「分権型教育行政
による計画の推進」を示していますが、同計画の周知
については、冊子やリーフレットを作成し全校園に配
付するとともに、本市のホームページにも掲載し、校
長会や各種研修会等の機会を通じて図っています（リ
ーフレット配付は今後の予定）。事例については、区
長、区担当教育次長が担任する事務において、補助組
織の範囲など執行体制が分かりにくく、権限が十分に
行使できていないことなどが挙げられます。 

・P36にある「分権型教育行政」は本当に必
要なのか。教育は国民に均等に施されるべ
きで、区長交代のたびに内容が変わり、教
育が地域や短期間の時代の変化などで変
わることが問題。基本部分は共通で行い、
プラスアルファのみ区で対応すべきだ。ま
た、教育行政に詳しい職員を市にまとめて
置くより各区に置くことは、多くの職員を
必要とし現実的ではない。現場の先生にと
っても、対応するのは市か区かを判断する
のは負担となるし混乱する。市で一元的に
管理し、区として特別な対応が必要な場合

 法律に基づく総合教育会議において、市長と教育委
員会は、重要な教育施策について協議、調整を行うこ
とにより、教育施策の方向性を共有し、一致してその
執行に当たっています。 
一方、保護者・区民等の教育に関する意見やニーズ

の把握、区内の学校長等との連絡調整、意見交換等の
仕組みや、学校に対するモニタリングにより区が把握
した課題やニーズ、意見等については、区担当教育次
長が教育施策及び事業のみならず、区長、区シティ・
マネージャーとしての所管に属する教育関連分野の
施策及び事業も併せて施策等に反映させ、学校や教育
コミュニティへのサポートを行っています。 
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のみ区に対応を求めることが先生、職員、
児童・学生にとっても良いことだ。 

・P36「学校や地域における教育を活性化さ
せる」について、保護者や地域住民の参画
は不可欠であるが、教育現場は多忙を極
め、地域住民を巻き込んだ学校運営まで手
が回らないと考えるので、その部分を区役
所が補完するのは有益である。 

 本市では、全ての市立学校園に学校協議会を設置す
るなど、社会総がかりで子どもをはぐくむための仕組
みづくりに取り組んでいます。学校協議会の運営につ
いては、各区役所が運営状況の把握など、学校協議会
の運営の補佐の役割を果たしています。また、区が把
握した課題やニーズ、意見等については、区担当教育
次長が教育施策及び事業のみならず、区長、区シテ
ィ・マネージャーとしての所管に属する教育関連分野
の施策及び事業も併せて施策等に反映させ、学校や教
育コミュニティへのサポートを行っています。 

・P36「分権型教育行政について、区及び教
育委員会事務局の職員、校長の理解が十分
であるとは言えない」について、「分権型
教育行政」を推進するには、関わることが
できる者すべてが理解を進めるべきだ。 

 本市では、全ての市立学校園に学校協議会を設置す
るなど、社会総がかりで子どもをはぐくむための仕組
みづくりに取り組んでいます。学校協議会の運営につ
いては、各区役所が運営状況の把握など、学校協議会
の運営の補佐の役割を果たしていますが、分権型教育
行政システムにより、保護者・区民等の参画のための
会議との有機的な連携を図るなど、関係者の理解の促
進に向け、さらなる工夫をします。 

・P36「区長を教育委員会事務局における区
担当教育次長として位置付け」について、
区政に責任を持つ区長が教育行政に責任
ある立場で関わる意義は否定しないが、強
い教育理念を持つ区長の場合、その理念を
教育現場に押しつけて「教育の中立性」が
侵される可能性があり、それは決して許さ
れない。 

 教育行政の推進に当たっても、「ニア・イズ・ベタ
ー」（補完性・近接性の原理）に基づき、地域に身近
な区が教育委員会とともに、保護者・区民等の声をく
み取りながら、施策を実施しています。また、区長を
区担当教育次長とし、大阪市として一元的に実施して
いくことが必要な事務を除き、区内における教育長の
一定の権限と責任を分担しています。同時に、校園長
が十分に裁量を発揮し、「運営に関する計画」に掲げ
た目標の達成に向け、学校園が主体性をもって地域の
実情等に応じた取組を推進することを目的として、校
長経営戦略支援予算事業を実施するなど、校園長によ
るマネジメント強化を図っています。 

１２ 共通して取り組むことでより効果の上がる取組の全市展開 

・P39に「各区が共通して取り組むことでよ
り効果の上がる取組が必ずしも全市に広
がっていかない事例が見られる」とある
が、バリアフリー新法及び障害者差別解消
法が施行され、全区に関連しているのに、
本素案には関連した内容が記載されてい
ない。特に障害者関連の施策等、外国人来
日者が増加している現状を考慮して、早急
に改善策を実行すべきである。 

本項目では、窓口での多言語・バリアフリー対応や、
歩道橋・区民ホールなどのネーミングライツなど、各
区が共通して取り組むことでより効果の上がる取組
の一例を示しています。 
それ以外にも各施策において共通して取り組むこ

とで効果の上がるものがあると認識しており、これら
についての共通の考え方を整理し、該当する事業を選
定する際のルールを決めることで、全市的な施策展開
を促進し、大阪市全体の市民サービスの向上をめざし
てまいります。 
なお、「障害者差別解消法」への対応などは市長の

指示の下、区役所のみならず局も含めた大阪市全体で
すでに取り組んでおり、手話が必要な事業や多言語へ
の窓口への対応について区長会議において、ＩＣＴ活
用サービスの先行取組状況を紹介し、各区での導入検
討を進めてもらうための情報共有を行いました。 
また、昨年制定された「大阪市こころを結ぶ手話言

語条例」の趣旨を踏まえ、手話を必要とする人が手話
を使用しやすい環境づくりに向けた取組を推進する
ため、各区における取組状況の共有に取り組んでいま
す。 
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１３ 区における住民主体の自治の実現 

・P41「政策の立案段階からの区民の参画、
区民による区政の評価の仕組みとして、区
政会議を運営」とあるが、選挙で選ばれた
訳ではない区長の人選による区政会議で、
政策の立案から評価までを求めるのは、果
たして本当に民主主義と言えるのか。何か
根拠法等に抵触しているのではないか。 

区政会議の運営上のルールにつきましては、市民の
代表である市会においてご議論をいただき条例化（区
政会議の運営の基本となる条例）することで、一定の
民主的正当性を有しているものと考えています。あわ
せて、条例上「委員の選定に当たっては、公募を活用
するなどその構成が区民等の多様な意見が適切に反
映されるものとしなければならない」という義務を区
長に課す規定も設けているところです。 
さらに、区政会議の意見や評価を得て区役所が作成

した予算案や区運営方針案等は最終的には市会の議
論・承認を経て確定します。 

・P41「各地域活動協議会からの区政会議の
委員の選定に向けて取り組む」とあるが、
公募の視点が見えない。また、多様なニー
ズに応じて各区、各校区が自律した地域活
動に取り組むために、地域の担い手づくり
のためにも、意欲ある公募委員の割合を１
割から３割に増やすなど、区政会議の権限
を強化してはどうか。 

区政会議においては、これまで熱心に地域活動を行
いながら地域を支えておられる区民の方々の意見も
重要ですし、一方で、これまで区政運営への関与が薄
かった区民の方々の意見も必要であることから、公募
委員の割合については、市規則で、委員の定数の 1割
以上と規定しているところです。 
市規則は、下限を設定したものであるため、市規則

を踏まえ、区の実情に応じて、公募委員の割合を例え
ば 3割にするなど柔軟に設定することが可能です。 
各区においては、こうした考え方に基づき、各区長

の責任のもとで、区民等の多様な意見が適切に反映さ
れるよう、各区において区政会議における委員定数の
設定や委員の選定を行うとともに、委員構成について
の説明責任を果たしてまいります。 

・この度、区政会議の公募委員の任期が満了
となるが、議事録や、委員への回答など、
きめ細やかで、より該当区へ愛着が増し
た。子どもの貧困対策など、住民ニーズに
応じた共通の地域課題に向けての取組を
期待する。 

いただいたご意見のようなことをより多くの区民
の皆様に感じていただけるよう、今後も引き続き、各
区長の責任のもと区政会議の運営上の工夫に努めて
いくとともに、地域課題の解決に向け、取り組んでま
いります。 

・P41に「会議の運営にあたっては、部会の
設定や少人数での意見交換の時間を設け
る」とあるが、区政会議の時間（15 時～
17 時）が短く、委員による意見交換がで
きていないため、開始時間を繰り上げて、
意見交換の時間を設定してほしい。 

区政会議は、区民等の多様な意見を的確に把握し、
区政に反映するための重要な手法の一つですので、ご
意見をいただきましたとおり、十分な意見交換を行う
ことは重要であると考えております。 
各区においては、十分な意見交換を行うため、区の

実情に応じて、会議開催時間の設定をはじめ、部会の
開催や、説明資料の工夫などによる区役所からの説明
の効率化などに取り組んでいるところです。 
P41の「戦略･取組の方向性」の「①区政会議の運営

についての効果的なＰＤＣＡの実施」の取組の中で、
引き続き、各区長の責任のもとで、区政会議の趣旨に
即した、より効果的・効率的な会議運営に取り組んで
まいるとともに、会議運営についての説明責任を果た
してまいります。 

・P41に「意見がどう取り扱われたのか委員
に十分にフィードバックできておらず」と
あるように、区政会議における委員達の意
見がどのように区役所の計画に反映され
ているのか不明なため、今後の改善を期待
する。 

区政会議の委員の方々が、区政運営に参画している
という実感がより得られるよう、ご意見いただいたと
おり、P41の「戦略･取組の方向性」の「①区政会議の
運営についての効果的なＰＤＣＡの実施」の取組の中
で、委員の方々からいただいた意見がどのように区政
に反映されているかについて区政会議の場で明らか
にしてまいるとともに、区政運営に反映できた意見だ
けでなく、反映できなかったものについても、その理
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由をしっかりとフィードバックして、区長が説明責任
を果たしてまいります。 

・P41に「十分に区役所や委員との間で意見
交換が行われていると感じている区政会
議の委員の割合 29 年度 60％」とある
が、過半数程度が目標でどうして「きめ細
やかな支援」ができるのか。部会→全体会
（まとめ）の形式でできるくらいに委員定
数を増やして、7～8 割の委員が意見交換
を実感できるようにすべきだ。 

「過半数程度が目標でどうして「きめ細やかな支援」
ができるのか」とのご意見について： 
区政会議は、区民等の多様な意見を的確に把握し、

区政に反映するための重要な手法の一つであり、最終
的には、すべての委員が、十分に区役所や委員との間
で意見交換が行われると感じるような会議運営をめ
ざすべきであると考えております。 
今回のプランにおいては、現状では区政会議の委員

の意識について客観的な数値を把握していないこと
から、いったん過去の区民アンケート結果も参考とし
つつ 29年度の目標を設定しております。 
30年度以降の目標については、29年度の結果も踏

まえて、めざすべき会議運営に向け、段階的に目標数
値を設定してまいりたいと考えております。 
ご意見を踏まえ、P41の「戦略･取組の方向性」の「①

区政会議の運営についての効果的なＰＤＣＡの実施」
の取組の中で、各区長の責任のもと、区政会議の趣旨
に即して、委員が、十分に区役所や委員との間で意見
交換が行われると感じられるような会議運営に取り
組んでまいるとともに、会議運営についての説明責任
を果たしてまいります。 
 
「部会→全体会（まとめ）の形式でできるくらいに委
員定数を増やして、7～8割の委員が意見交換を実感で
きるようにすべきだ」とのご意見について： 
区政会議の委員については、あまりに少ない委員数

では、多様さを確保できない可能性もある一方で、委
員の数があまりに多すぎると、限られた会議の時間の
中では、委員による意見の表明・交換について不十分
なものとなることも危惧されます。 
そのようなことから、委員定数については、市規則

で上限・下限を設定して、各区においては、区の実情
を踏まえ、柔軟に委員の定数を定めて区政会議の運営
について工夫をしているところです。 
各区においては、こうした考え方に基づき、各区長

の責任のもとで、区民等の多様な意見が適切に反映さ
れるよう、各区において区政会議における委員定数の
設定や委員の選定を行うとともに、委員構成について
の説明責任を果たしてまいります。 

・P41「区政運営について、区役所の自己評
価に対する意見に加え、委員の評価を直接
受ける。」との記載があるが、「区政会議の
運営の基本となる事項に関する条例」第３
条で定める基本原則との整合性から、「区
政運営について、区役所の自己評価に対す
る委員の意見を聴く。」といった表現が適
切ではないか。 

ご意見のとおり、「区政会議の運営の基本となる事
項に関する条例」第３条では、「（前略）区政会議にお
いて、立案段階から意見を把握し、適宜これに反映さ
せるとともに、その実績及び成果の評価に係る意見を
聴くことを基本とする」としています。 
これを受け、同条例第５条第１項第３号において

は、「区政運営の総合的な評価」について委員の意見
を求めることとしています。 
こうしたことから、ご意見にあるとおり、現在は、

区政運営についての「区役所の自己評価」に対して委
員の方々からご意見をいただいています。 
今回のプランでは、それに加えて、より区政会議に

参画しているという実感を持っていただけるよう、
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「区役所の自己評価」に対する意見という間接的な評
価だけではなく、委員から直接区政運営について評価
をいただくことにも取り組みたいと考えております。 

・P41の区政会議について、公募委員の数が
少なく、多様な意見を聞くならば委員の半
数以上にすべきだ。 

区政会議においては、これまで熱心に地域活動を行
いながら地域を支えておられる区民の方々の意見も
重要ですし、一方で、これまで区政運営への関与が薄
かった区民の方々の意見も必要であることから、公募
委員の割合については、市規則で、委員の定数の 1割
以上と規定しているところです。 
市規則は、下限を設定したものであるため、市規則

を踏まえ、各区の実情に応じて、公募委員の割合を例
えば 5割にするなど柔軟に設定することが可能です。 
各区においては、こうした考え方に基づき、各区長

の責任のもとで、区民等の多様な意見が適切に反映さ
れるよう、各区において区政会議における委員定数の
設定や委員の選定を行うとともに、委員構成について
の説明責任を果たしてまいります。 

・P41の区政会議の部会について、その場そ
の場の話になっており、部会で出された意
見は部会で議論を発展させるべきだ。 

ご意見をいただいたとおり、区政会議の部会で出さ
れた意見については、区役所や委員間で、十分な議論
を行い、内容を深めた上で、区政会議の全体会におい
て、その内容を踏まえて改めて議論を行うことが望ま
しいと考えております。 
ご意見を踏まえ、P41の「戦略･取組の方向性」の「①

区政会議の運営についての効果的なＰＤＣＡの実施」
の取組の中で、各区において、引き続き、各区長の責
任のもと、区政会議の趣旨・目的が達成されるような、
区政会議やその部会の運営に取り組んでまいるとと
もに、会議運営についての説明責任を果たしてまいり
ます。 

・P41「政策の立案段階からの区民の参画、
区民による区政の評価の仕組みとして、区
政会議を運営」とあるが、区政会議での意
見が区民に伝わっておらず、区民の意見も
反映されておらず問題だ。立案段階から区
民の意見を一緒に考えていくことを重点
とした区政会議にしてほしい。 

「区政会議での意見が区民に伝わっておらず」とのご
意見について： 
区政会議は、区民等の多様な意見を的確に把握し、

区政に反映するための重要な手法の一つです。ご意見
をいただいたとおり、区民等の方々に区政への関心や
参画への意欲を高めていただくため、会議内容等につ
いて、広く区民等に明らかにすることは重要であると
考えております。 
区政会議は市条例で原則公開とされているほか、こ

れまでも、区政会議に関する情報の区広報紙への掲載
や、インターネットによる会議の様子の動画配信、区
内広報板での情報発信などに取り組んできておりま
す。 
P45 の「戦略・取組の方向性」の「③区政情報の発

信」において、区政に関する情報が区民全体に届けら
れるようきめ細やかな情報発信を行うこととしてお
り、引き続き、区民の皆様に区政への関心や区政運営
へ参加・参画の意欲を持っていただけるような情報発
信に取り組んでまいります。 
 
「区民の意見も反映されておらず」とのご意見につい
て： 
区政会議の委員の方々が、区政運営に参画している

という実感がより得られるよう、ご意見いただいたと
おり、P41の「戦略･取組の方向性」の「①区政会議の
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運営についての効果的なＰＤＣＡの実施」の取組の中
で、委員の方々からいただいた意見がどのように区政
に反映されているかについて区政会議の場で明らか
にしてまいるとともに、区政運営に反映できた意見だ
けでなく、反映できなかったものについても、その理
由をしっかりとフィードバックして、区長が説明責任
を果たしてまいります。 

・P42目標欄に「※委員の選定は２年ごとに
行うことから、30年度は設定していない」
とあるが、本年 11 月より２年間の区政会
議委員を募集中であり、記載は誤りではな
いか。 

ご意見をいただいたとおり、区政会議委員の任期は
2年間であり、29年に一斉改選を実施することから、
30年度については、29年度と同様の目標となるため、
設定を省略しておりました。 
ご指摘を踏まえ、30 年度についても 29 年度と一体

的な目標として設定していることが分かるよう、30年
度の目標についても 29 年度と同様の目標を記載しま
す。 

１４ 多様な区民の意見やニーズの的確な把握 

・P43「多様な区民の意見やニーズを的確に
把握」について、区民の意見やニーズが相
反する内容であった場合に、行政はどのよ
うな対応・対策をするのか、具体例を教え
てほしい。それは「どうせ言っても変わら
ない」という参画離れの解消のきっかけに
なるのではないか。 

様々な機会を通じて把握した区民の意見やニーズ
については、区長が総合的に勘案した上で、適宜区政
に反映していく必要があります。 
ただ、ご指摘のように、意見の内容が相反する場合

もあり、また、予算や体制の面もあることから、いた
だいた意見をすべて反映することは現実的には難し
いと考えております。 
区政運営に反映できた意見だけではなく、反映でき

なかったものについても、その理由をしっかりとフィ
ードバックして、区長が説明責任を果たすことが、区
民の区政運営に参画することへの意識の醸成のため
には重要であると考えております。 
各区においては、より地域の実情や特性に即した施

策・事業を展開するため、区長と地域住民との懇談、
アンケート調査、区役所への意見箱の設置などに取り
組んでいるところであり、上記のようなフィードバッ
クの重要性に鑑み、いただいた意見について、いただ
いた方に直接、あるいは広報紙等を通じて間接的に、
可能な限り、フィードバックを行っているところで
す。 
ご意見を踏まえ、各区長の責任のもとで、P43の「戦

略・取組の方向性」の記載のとおり、意見やニーズの
把握手法の多角化に取り組むともに、意見の反映状況
や反映できなかった場合においても、可能な限り説明
責任を果たしてまいります。 

１５ さらなる区民サービスの向上 

・P44「区民に身近な総合行政の窓口」につ
いて、会社の就業時間と同じ時間しか開い
ておらず利用に制限がある役所が窓口に
なること、教育現場の手を止められない学
校園が一部窓口になることは、少々無理を
感じる。区民側の負担を考慮してほしい。 

平日の昼間に働いておられる区民が直接来庁いた
だかなくても、区民からいただいた相談やご意見に適
切に対応できるよう、各区においては職員の電話によ
る接遇・対応能力の向上をはじめ、区民からの問い合
わせの多い内容を整理したマニュアル・ＦＡＱの更
新・改善や、区役所庁舎内だけではなく商店街等区民
に身近な場所に意見箱を設置するなど、様々な取組を
実施しています。 
なお、学校が窓口になるとは新たな窓口を設置する

意味ではなく、保護者の方が教育に関する要望をされ
るケースなど現在も学校を窓口として行われている
相談・意見・要望があることを記載したものです。 
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・P45「区役所来庁者等に対するサービスの
格付け結果」とあるが、格付けはいらない
のではないか。サービス過剰であり、聞い
てもいないのにすぐに話しかけてくる。ほ
とんど派遣社員の業者を使う必要はない。 

区役所が区民の皆様にとって身近で信頼できる存
在とするためには、まずは窓口におけるサービスの向
上が必要と考え、客観的な視点で評価を受ける「格付
け」などの手法も活用し、また、民間事業者も活用し
ながらサービス向上に取り組んできたところです。 
区役所にお越しになる機会が少なくどの窓口にい

けばよいかや書類の書き方に戸惑われる方も多く、で
きるだけ声掛けをさせていただいていることから、煩
わしく感じられたものと思われますが、今後ともより
的確な対応ができるよう、P45の「戦略・取組の方向
性」の「②庁舎案内や窓口サービスにおけるサービス
向上」に記載のとおり、引き続き、窓口サービスの向
上に取り組んでまいりますので、ご理解のほどお願い
申し上げます。 

１６ 効率的な区行政の運営の推進 

・P46「不適切な事務処理の減少に向けて～
抜本的な対策を講じていく必要がある」と
あるが、「不適切な事務処理」が減らない
のは他に抜本的な原因があるのではない
か。事務レベルの底上げがなぜ必要か検証
すべきだ。人員削減や市民ニーズの多様
化・複雑化による行政現場の疲弊が「不適
切な事務処理」に繋がっているのではない
か。疲弊した現場に大号令をかけても無意
味で、さらに現場を繁忙にさせかねない
「自主的・自律的なＰＤＣＡサイクルの徹
底の促進」がどこまで進むのか疑問だ。 

予算・人員をはじめとする行政資源の制約や市民ニ
ーズの多様化・複雑化など、ご指摘にあるような行政
を取り巻く困難な状況のなかで、少子高齢化等を背景
とした新たな行政ニーズに応えていことが求められ
る一方、当然のことながら業務対応の正確さも求めら
れるところです。 
ご意見のように、ただ業務を増大させるだけではで

きませんので、P46の「戦略・取組の方向性」の「区
役所事務についての標準化・ＢＰＲの計画的推進」に
記載のとおり、事業そのものの見直しをはじめ、ＩＣ
Ｔなども活用し業務工程の根本的な見直し（ＢＰＲ）、
効率的で正確な仕事の進め方の共有（標準化）などさ
らなる工夫にも取り組んでまいります。 

 


